
第１条 大阪市市税条例（昭和２９年大阪市条例第１６号）の一部を次のように改正する。

第６条中「不服申立て」を「審査請求」に改める。

第９条第１項第２号中「不服申立て」を「審査請求」に改め、「決定若しくは」

を削る。

第３０条の２第１項の表中「並びに附則第１１６項及び第１２１項」を「及び附則第１１６

項」に改め、同条第５項中「場合を除く。）」を「場合を除く。）又は第１４４条の３

第１項（同法第１４４条の４第１項の規定が適用される場合を除く。）」に改める。

第３１条第２項に次のただし書を加える。

ただし、同法第６０条の２から第６０条の４までの規定の例によらないものとする。

第３５条第１項中「又は証券投資信託」を「、金銭の分配（同条第１項に規定する

金銭の分配をいう。以下この項において同じ。）又は証券投資信託」に改め、同項

第１号中「剰余金の分配」を「剰余金の分配、金銭の分配」に改める。

第３５条の２第１項第２号イ中「及び附則第１１７項」を削り、同号ウ中「（同法第１０

条の２の規定により読み替えて適用される場合を含む。）、第１０条の２の２から第

１０条の５の５」を「から第１０条の５の４」に改める。

第３５条の２の２第１項中「平成３９年度」を「平成４１年度」に、「平成２９年」を「平

成３１年」に改め、同条第４項中「平成２９年」を「平成３１年」に改める。

第３５条の３第２項中「１００分の１０」を「１００分の２０」に改め、同項第２号中「課税

山林所得金額（以下この項」を「課税山林所得金額（次号」に、「同条第２項」を

「同項」に、「課税退職所得金額（以下この項」を「課税退職所得金額（同号」に

改める。

第３５条の４の３の次に次の２条を加える。

議 案 第１８５号

大阪市市税条例の一部を改正する条例案
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第３５条の４の４ 当分の間、所得割の納税義務者が前年中に第３５条の３第１項第１

号に掲げる寄附金を支出し、かつ、当該納税義務者について法附則第７条第１２項

の規定による申告特例通知書の送付があつた場合においては、申告特例控除額を

当該納税義務者の第３５条の３第１項及び第２項の規定を適用した場合の所得割の

額から控除する。

２ 前項の申告特例控除額は、第３５条の３第２項に規定する特例控除額に、次の表

の左欄に掲げる第３３条第２項に規定する課税総所得金額から第３４条の４第１号ア

に掲げる金額を控除した金額の区分に応じ、それぞれ同表の右欄に掲げる割合を

乗じて得た金額とする。

第３５条の４の５ 平成２８年度から平成５０年度までの各年度分の個人の市民税につい

ての前条第１項及び第２項の規定の適用については、同項の表中「８５分の５」と

あるのは「８４．８９５分の５．１０５」と、「８０分の１０」とあるのは「７９．７９分の１０．２１」と、

「７０分の２０」とあるのは「６９．５８分の２０．４２」と、「６７分の２３」とあるのは「６６．５１７

分の２３．４８３」と、「５７分の３３」とあるのは「５６．３０７分の３３．６９３」とする。

第３８条の３第４項中「第２０３条の５第４項」を「第２０３条の５第５項」に改める。

第５１条の２第１項中「同法、」を「同法又は」に、「、国家公務員共済組合法、

地方公務員等共済組合法又は私立学校教職員共済法に基づく老齢又は退職」を「に

よる老齢」に改める。

第５３条第１項中「９年」を「１０年」に改め、同条第３項中「９年以内」を「１０年

以内」に、「前９年内事業年度」を「前１０年内事業年度」に改め、同条第５項中「９

１，９５０，０００円以下の金額 ８５分の５

１，９５０，０００円を超え３，３００，０００円以下の金額 ８０分の１０

３，３００，０００円を超え６，９５０，０００円以下の金額 ７０分の２０

６，９５０，０００円を超え９，０００，０００円以下の金額 ６７分の２３

９，０００，０００円を超える金額 ５７分の３３
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年」を「１０年」に改め、同条第６項中「９年以内」を「１０年以内」に、「前９年内

連結事業年度」を「前１０年内連結事業年度」に改め、同条第８項中「９年」を「１０

年」に改め、同条第９項中「９年以内」を「１０年以内」に、「前９年内事業年度」

を「前１０年内事業年度」に改め、同条第１１項中「９年」を「１０年」に改め、同条第

１２項中「９年以内」を「１０年以内」に、「前９年内連結事業年度」を「前１０年内連

結事業年度」に改める。

第５３条の３中「もの又は」を「もの若しくは同条第３項の控除の限度額で政令で

定めるもの又は」に改める。

第５３条の１８第２項中「第３７条の１４の３第１項」を「第３７条の１４の４第１項」に改

める。

第５３条の１８の２第２項中「及び第５３条の２０第１項」を「、第５３条の２０第１項及び

第５３条の２１第１項」に、「第３７条の１４の３第１項」を「第３７条の１４の４第１項」に

改める。

第５３条の１８の３第２項中「及び第５３条の２０第２項」を「、第５３条の２０第２項及び

第５３条の２１」に改める。

第５３条の２０の次に次の１条を加える。

（未成年者口座内上場株式等の譲渡に係る所得計算の特例）

第５３条の２１ 所得割の納税義務者が、前年中に租税特別措置法第３７条の１４の２第５

項第２号に規定する未成年者口座管理契約（以下この条において「未成年者口座

管理契約」という。）に基づき同法第３７条の１４の２第１項各号に規定する未成年

者口座内上場株式等（以下この条において「未成年者口座内上場株式等」とい

う。）の譲渡をした場合には、政令で定めるところにより、当該未成年者口座内

上場株式等の譲渡による事業所得の金額、譲渡所得の金額又は雑所得の金額と当

該未成年者口座内上場株式等以外の上場株式等の譲渡による事業所得の金額、譲

渡所得の金額又は雑所得の金額とを区分して、これらの金額を計算する。

３



２ 租税特別措置法第３７条の１４の２第４項各号に掲げる事由により、同条第５項第

１号に規定する未成年者口座（以下この条において「未成年者口座」という。）

からの未成年者口座内上場株式等の一部又は全部の払出し（振替によるものを含

む。以下この条において同じ。）があつた場合には、当該払出しがあつた未成年

者口座内上場株式等については、その事由が生じた時に、その時における価額と

して政令で定める金額（以下この条において「払出し時の金額」という。）によ

り未成年者口座管理契約に基づく譲渡があつたものと、同法第３７条の１４の２第４

項第１号に掲げる移管若しくは返還又は同項第３号イに掲げる廃止による未成年

者口座内上場株式等の払出しがあつた未成年者口座を開設し、又は開設していた

所得割の納税義務者については、当該移管若しくは返還又は廃止による払出しが

あつた時に、その払出し時の金額をもつて当該移管若しくは返還又は廃止による

払出しがあつた未成年者口座内上場株式等の数に相当する数の当該未成年者口座

内上場株式等と同一銘柄の株式等の取得をしたものと、同項第２号に掲げる相続

若しくは遺贈又は同項第３号ロに掲げる贈与により払出しがあつた未成年者口座

内上場株式等を取得した所得割の納税義務者については、当該相続若しくは遺贈

又は贈与の時に、その払出し時の金額をもつて当該未成年者口座内上場株式等と

同一銘柄の株式等を取得したものとそれぞれみなして、前項及び第５３条の１８の規

定その他の市民税に関する規定を適用する。

３ 未成年者口座及び租税特別措置法第３７条の１４の２第５項第５号に規定する課税

未成年者口座を開設する所得割の納税義務者の同条第４項第３号に規定する基準

年の前年１２月３１日までに同条第６項に規定する契約不履行等事由（以下この項に

おいて「契約不履行等事由」という。）が生じた場合には、次に定めるところに

より、市民税に関する規定を適用する。この場合には、政令で定めるところによ

り、同条第４項第１号から第３号までの規定による未成年者口座内上場株式等の

譲渡による事業所得の金額、譲渡所得の金額及び雑所得の金額と当該未成年者口
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座内上場株式等以外の株式等の譲渡による事業所得の金額、譲渡所得の金額及び

雑所得の金額とを区分して、これらの金額を計算する。

� 当該未成年者口座の設定の時から契約不履行等事由が生じた時までの間にし

た未成年者口座内上場株式等の譲渡による事業所得、譲渡所得又は雑所得につ

いては、当該契約不履行等事由が生じた時に、当該未成年者口座内上場株式等

の未成年者口座管理契約において定められた方法に従つて行われる譲渡以外の

譲渡があつたものとみなす。

� 当該未成年者口座の設定の時から契約不履行等事由が生じた時までの間に租

税特別措置法第３７条の１４の２第４項第１号に掲げる移管があつた未成年者口座

内上場株式等については前項の規定の適用がなかつたものとし、かつ、当該契

約不履行等事由が生じた時に、その移管があつた時における払出し時の金額に

より未成年者口座管理契約において定められた方法に従つて行われる譲渡以外

の譲渡があつたものとみなす。

� 契約不履行等事由の基因となつた未成年者口座内上場株式等及び契約不履行

等事由が生じた時における当該未成年者口座に係る未成年者口座内上場株式等

については、当該契約不履行等事由が生じた時に、その時における払出し時の

金額により未成年者口座管理契約において定められた方法に従つて行われる譲

渡以外の譲渡があつたものとみなす。

� 第２号の規定の適用を受ける当該未成年者口座を開設していた所得割の納税

義務者については、同号の移管があつた時に、その時における払出し時の金額

をもつて当該移管による払出しがあつた未成年者口座内上場株式等の数に相当

する数の当該未成年者口座内上場株式等と同一銘柄の株式等の取得をしたもの

とみなす。

� 第３号の規定の適用を受ける当該未成年者口座を開設していた所得割の納税

義務者については、当該契約不履行等事由が生じた時に、その時における払出
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し時の金額をもつて同号の未成年者口座内上場株式等（租税特別措置法第３７条

の１４の２第５項第２号ヘ�に規定する譲渡又は贈与がされたものを除く。）の

数に相当する数の当該未成年者口座内上場株式等と同一銘柄の株式等の取得を

したものと、第３号の未成年者口座内上場株式等を贈与により取得した者につ

いては、当該契約不履行等事由が生じた時に、その時における払出し時の金額

をもつて当該未成年者口座内上場株式等と同一銘柄の株式等の取得をしたもの

とそれぞれみなす。

４ 前項の場合において、同項第１号から第３号までの規定により譲渡があつたも

のとみなされる未成年者口座内上場株式等に係る収入金額が所得税法第３３条第３

項の規定の例によつて算定した当該未成年者口座内上場株式等の取得費及びその

譲渡に要した費用の額の合計額又はその譲渡に係る必要経費に満たない場合にお

けるその不足額は、市民税に関する法令の規定の適用については、ないものとみ

なす。

第６４条中第９項を第１２項とし、第８項を第１１項とし、第７項を第１０項とし、第６

項の次に次の３項を加える。

７ 法附則第１５条第１８項本文の条例で定める割合は、５分の３とし、同項ただし書

の条例で定める割合は、２分の１とする。

８ 法附則第１５条第３０項の条例で定める割合は、２分の１とする。

９ 法附則第１５条第３１項の条例で定める割合は、２分の１とする。

第６４条の２第１項中「受けるもの」を「受けるもの及び空家等対策の推進に関す

る特別措置法第１４条第２項の規定により所有者等（同法第３条に規定する所有者等

をいう。）に対し勧告がされた同法第２条第２項に規定する特定空家等の敷地の用

に供されている土地」に改める。

第７２条の２の３中「法附則第１５条の８第４項において準用する法附則第１５条の６

第２項の規定、」を削り、同条を同条第２項とし、同条に第１項として次の１項を
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加える。

法附則第１５条の８第４項において準用する法附則第１５条の６第２項の規定の適

用を受ける固定資産に係る固定資産税の減額については、同項に定めるところに

よる。この場合において、同項の条例で定める割合は、３分の２とする。

第７２条の３を次のように改める。

（新築住宅等に対して課する固定資産税の減額における人の居住の用に供する部分

等の算出割合の補正）

第７２条の３ 総務省令附則第７条第１項本文に掲げる次の各号に掲げる割合の補正

については、当該各号に定める割合をもつてこれを行うものとする。

� 政令附則第１２条第４項（同条第１１項において準用する場合を含む。次号にお

いて同じ。）に規定する区分所有に係る住宅（同条第１項第１号に規定する住

宅をいう。以下この条において同じ。）以外の住宅における人の居住の用に供

する部分（政令附則第１２条第１項第４号に規定する別荘の用に供する部分を除

く。以下この条において同じ。）の床面積の当該住宅の床面積に対する割合

固定資産評価基準（昭和３８年自治省告示第１５８号）第２章第１節五本文の規定

（以下この条において「評価基準」という。）によつて求めた当該人の居住の

用に供する部分の価額の当該住宅の価額に対する割合

� 政令附則第１２条第４項に規定する区分所有に係る住宅における居住用専有部

分（同条第１項第６号に規定する居住用専有部分をいう。以下この条において

同じ。）に係る基準部分（政令附則第１２条第１項第８号に規定する基準部分を

いう。）のうち人の居住の用に供する部分の床面積の当該居住用専有部分の床

面積に対する割合 評価基準によつて求めた当該人の居住の用に供する部分の

価額の当該居住用専有部分の価額に対する割合

� 政令附則第１２条第２０項（同条第２２項において準用する場合を含む。次号にお

いて同じ。）に規定する住宅である家屋における従前の権利に対応する居住部

分又は従前の権利に対応する非居住部分の床面積の当該専有部分の床面積に対
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する割合 評価基準によつて求めた当該従前の権利に対応する居住部分又は従

前の権利に対応する非居住部分の価額の当該専有部分の価額に対する割合

� 政令附則第１２条第２０項に規定する住宅以外の家屋における従前の権利に対応

する部分の床面積の当該専有部分の床面積に対する割合 評価基準によつて求

めた当該従前の権利に対応する部分の価額の当該専有部分の価額に対する割合

� 政令附則第１２条第２６項に規定する区分所有に係る耐震基準適合住宅以外の耐

震基準適合住宅における人の居住の用に供する部分の床面積の当該耐震基準適

合住宅の床面積に対する割合 評価基準によつて求めた当該人の居住の用に供

する部分の価額の当該耐震基準適合住宅部分の価額に対する割合

� 政令附則第１２条第２６項に規定する区分所有に係る耐震基準適合住宅における

人の居住の用に供する部分の床面積の当該居住用専有部分の床面積に対する割

合 評価基準によつて求めた当該人の居住の用に供する部分の価額の当該居住

用専有部分の価額に対する割合

� 政令附則第１２条第３１項に規定する特定居住用部分の床面積の当該高齢者等居

住改修住宅の床面積に対する割合 評価基準によつて求めた当該特定居住用部

分の価額の当該高齢者等居住改修住宅部分の価額に対する割合

� 政令附則第１２条第３４項に規定する特定居住用部分の床面積の当該高齢者等居

住改修専有部分の床面積に対する割合 評価基準によつて求めた当該特定居住

用部分の価額の当該高齢者等居住改修専有部分の価額に対する割合

	 政令附則第１２条第３８項に規定する特定居住用部分の床面積の当該熱損失防止

改修住宅の床面積に対する割合 評価基準によつて求めた当該特定居住用部分

の価額の当該熱損失防止改修住宅部分の価額に対する割合


 政令附則第１２条第４１項に規定する特定居住用部分の床面積の当該熱損失改修

専有部分の床面積に対する割合 評価基準によつて求めた当該特定居住用部分

の価額の当該熱損失改修専有部分の価額に対する割合
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� 政令附則第１２条第４２項及び第４３項に規定する区分所有に係る耐震基準適合家

屋以外の耐震基準適合家屋における当該耐震基準適合家屋の床面積から人の居

住の用に供する部分の床面積を控除して得た床面積の当該耐震基準適合家屋の

床面積に対する割合 評価基準によつて求めた当該区分所有に係る耐震基準適

合家屋以外の耐震基準適合家屋における当該耐震基準適合家屋の価額から人の

居住の用に供する部分の価額を控除して得た価額の当該耐震基準適合家屋の価

額に対する割合

� 政令附則第１２条第４２項及び第４３項に規定する区分所有に係る耐震基準適合家

屋における居住用専有部分の床面積から人の居住の用に供する部分の床面積を

控除して得た床面積の当該居住用専有部分の床面積に対する割合 評価基準に

よつて求めた当該区分所有に係る耐震基準適合家屋における居住用専有部分の

価額から人の居住の用に供する部分の価額を控除して得た価額の当該居住用専

有部分の価額に対する割合

第７９条中「対し」を「対し、相当の期間を定めて」に改める。

附則第１９項の前の見出しを「（平成２８年度又は平成２９年度における土地の価格の

特例）」に改め、同項の表以外の部分中「平成２５年度分」を「平成２８年度分」に、

「平成２６年度分」を「平成２９年度分」に改め、同項の表を次のように改める。

土 地 の 区 分 年 度 価 格

� 平成２７年度に係る賦課期日

に所在する土地（次号又は第

３号に掲げる土地のいずれか

に該当するに至つた場合の当

該土地を除く。）

平成２８年度 当該土地に係る平成２７年度分の固

定資産税の課税標準の基礎となつ

た価格

平成２９年度 当該土地に係る平成２８年度分の固

定資産税の課税標準の基礎となつ

た価格

９



� 平成２７年度に係る賦課期日

に所在する土地（以下この表

において「平成２７年度の土

地」という。）で平成２８年度に

平成２８年度 当該平成２７年度の土地の類似土地

に係る平成２７年度分の固定資産税

の課税標準の基礎となつた価格に

比準する価格

係る賦課期日において第６３条

第２項ただし書に規定する事

情があるため、平成２７年度分

の固定資産税の課税標準の基

礎となつた価格によることが

不適当であるか又は本市を通

じて固定資産税の課税上著し

く均衡を失すると市長が認め

るもの（次号に掲げる平成２７

年度の土地に該当するに至つ

た場合の当該平成２７年度の土

地を除く。）

平成２９年度 当該平成２７年度の土地に係る平成

２８年度分の固定資産税の課税標準

の基礎となつた価格

� 平成２７年度の土地で平成２９

年度に係る賦課期日において

第６３条第２項ただし書に規定

する事情があるため、平成２８

年度分の固定資産税の課税標

準の基礎となつた価格による

ことが不適当であるか又は本

市を通じて固定資産税の課税

上著しく均衡を失すると市長

平成２９年度 当該平成２７年度の土地の類似土地

に係る平成２８年度分の固定資産税

の課税標準の基礎となつた価格に

比準する価格
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附則第２０項中「平成２５年度分」を「平成２８年度分」に、「平成２５年度適用土地」

が認めるもの

� 平成２８年度において新たに

固定資産税を課することとな

る土地（次号に掲げる土地に

平成２８年度 当該土地の類似土地に係る平成２７

年度分の固定資産税の課税標準の

基礎となつた価格に比準する価格

該当するに至つた場合の当該

土地を除く。）

平成２９年度 当該土地に係る平成２８年度分の固

定資産税の課税標準の基礎となつ

た価格

� 平成２８年度において新たに

固定資産税を課することとな

る土地（以下この表において

「平成２８年度の土地」という。）

で平成２９年度に係る賦課期日

において第６３条第２項ただし

書に規定する事情があるため、

平成２８年度分の固定資産税の

課税標準の基礎となつた価格

によることが不適当であるか

又は本市を通じて固定資産税

の課税上著しく均衡を失する

と市長が認めるもの

平成２９年度 当該平成２８年度の土地の類似土地

に係る平成２８年度分の固定資産税

の課税標準の基礎となつた価格に

比準する価格

� 平成２９年度において新たに

固定資産税を課することとな

る土地（以下この表において

「平成２９年度の土地」という。）

平成２９年度 当該平成２９年度の土地の類似土地

に係る平成２８年度分の固定資産税

の課税標準の基礎となつた価格に

比準する価格
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を「平成２８年度適用土地」に、「平成２５年度類似適用土地」を「平成２８年度類似適

用土地」に、「平成２６年度分」を「平成２９年度分」に改める。

附則第２１項中「平成２６年度分」を「平成２９年度分」に、「平成２５年度分」を「平

成２８年度分」に改める。

附則第２１項の２中「平成２５年度分又は平成２６年度分」を「平成２８年度分又は平成

２９年度分」に改める。

附則第２２項及び第２２項の２中「平成２６年度分」を「平成２９年度分」に改める。

附則第３２項中「平成２５年度」を「平成２８年度」に改める。

附則第３３項中「平成２６年度」を「平成２９年度」に改める。

附則第５８項から第７８項までを次のように改める。

（軽自動車税の税率の特例）

５８ 次に掲げる３輪以上の軽自動車に対する第８４条の規定の適用については、当該

軽自動車が平成２７年４月１日から平成２８年３月３１日までの間に初めて道路運送車

両法第６０条第１項後段の規定による車両番号の指定（次項及び附則第６０項におい

て「初回車両番号指定」という。）を受けた場合において、平成２８年度分の軽自

動車税に限り、第８４条第２号ア中「３，９００円」とあるのは「１，０００円」と、「６，９００

円」とあるのは「１，８００円」と、「１０，８００円」とあるのは「２，７００円」と、「３，８００

円」とあるのは「１，０００円」と、「５，０００円」とあるのは「１，３００円」とする。

� 電気軽自動車（電気を動力源とする軽自動車で内燃機関を有しないものをい

う。）

� 天然ガス軽自動車（専ら可燃性天然ガスを内燃機関の燃料として用いる軽自

動車で総務省令で定めるものをいう。）のうち、道路運送車両法第４１条の規定

により平成２１年１０月１日以降に適用されるべきものとして定められた自動車排

出ガスに係る保安上又は公害防止その他の環境保全上の技術基準（次項におい

て「排出ガス保安基準」という。）で総務省令で定めるもの（以下この号にお
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いて「平成２１年天然ガス車基準」という。）に適合し、かつ、窒素酸化物の排

出量が平成２１年天然ガス車基準に定める窒素酸化物の値の１０分の９を超えない

もので総務省令で定めるもの

５９ 次に掲げる３輪以上の軽自動車（ガソリンを内燃機関の燃料として用いるもの

に限る。次項において同じ。）に対する第８４条の規定の適用については、当該軽

自動車が平成２７年４月１日から平成２８年３月３１日までの間に初回車両番号指定を

受けた場合において、平成２８年度分の軽自動車税に限り、同条第２号ア中

「３，９００円」とあるのは「２，０００円」と、「６，９００円」とあるのは「３，５００円」と、

「１０，８００円」とあるのは「５，４００円」と、「３，８００円」とあるのは「１，９００円」と、

「５，０００円」とあるのは「２，５００円」とする。

� エネルギーの使用の合理化等に関する法律第８０条第１号イに規定するエネル

ギー消費効率（以下この項及び次項において「エネルギー消費効率」とい

う。）が同法第７８条第１項の規定により定められるエネルギー消費機器等製造

事業者等の判断の基準となるべき事項を勘案して総務省令で定めるエネルギー

消費効率（次号において「基準エネルギー消費効率」という。）であつて平成

３２年度以降の各年度において適用されるべきものとして定められたもの（次項

において「平成３２年度基準エネルギー消費効率」という。）に１００分の１２０を乗

じて得た数値以上の乗用の軽自動車のうち、窒素酸化物の排出量が道路運送車

両法第４１条の規定により平成１７年１０月１日以降に適用されるべきものとして定

められた排出ガス保安基準に定める窒素酸化物の値で総務省令で定めるもの

（次号及び次項において「平成１７年窒素酸化物排出許容限度」という。）の４

分の１を超えないもので総務省令で定めるもの

� エネルギー消費効率が基準エネルギー消費効率であつて平成２７年度以降の各

年度において適用されるべきものとして定められたもの（次項において「平成

２７年度基準エネルギー消費効率」という。）に１００分の１３５を乗じて得た数値以
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上の貨物用の軽自動車のうち、窒素酸化物の排出量が平成１７年窒素酸化物排出

許容限度の４分の１を超えないもので総務省令で定めるもの

６０ 次に掲げる３輪以上の軽自動車（前項の規定の適用を受けるものを除く。）に

対する第８４条の規定の適用については、当該軽自動車が平成２７年４月１日から平

成２８年３月３１日までの間に初回車両番号指定を受けた場合において、平成２８年度

分の軽自動車税に限り、同条第２号ア中「３，９００円」とあるのは「３，０００円」と、

「６，９００円」とあるのは「５，２００円」と、「１０，８００円」とあるのは「８，１００円」と、

「３，８００円」とあるのは「２，９００円」と、「５，０００円」とあるのは「３，８００円」とす

る。

� エネルギー消費効率が平成３２年度基準エネルギー消費効率以上の乗用の軽自

動車のうち、窒素酸化物の排出量が平成１７年窒素酸化物排出許容限度の４分の

１を超えないもので総務省令で定めるもの

� エネルギー消費効率が平成２７年度基準エネルギー消費効率に１００分の１１５を乗

じて得た数値以上の貨物用の軽自動車のうち、窒素酸化物の排出量が平成１７年

窒素酸化物排出許容限度の４分の１を超えないもので総務省令で定めるもの

６１ 削除

６２から７８まで 削除

附則第８２項中「平成２４年度から平成２６年度まで」を「平成２７年度から平成２９年度

まで」に改める。

附則第８３項中「平成２７年３月３１日」を「平成３０年３月３１日」に改める。

附則第１１３項を次のように改める。

１１３ 削除

附則第１２８項の３中「平成２９年」を「平成３１年」に改める。

附則第１２９項中「前９年内事業年度」を「前１０年内事業年度」に改める。

第２条 大阪市市税条例の一部を次のように改正する。
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附則第５８項中「第２条第１４項」を「第２条第１６項」に改める。

附 則

（施行期日）

１ この条例は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各

号に定める日から施行する。

� 第１条中大阪市市税条例第５１条の２第１項の改正規定 平成２７年１０月１日

� 第１条中大阪市市税条例第３１条第２項、第３５条第１項及び第３８条の３第４項の

改正規定並びに附則第３項の規定 平成２８年１月１日

� 第１条中大阪市市税条例第３０条の２第５項及び第５３条の３の改正規定並びに同

条例附則第１１３項の改正規定並びに附則第７項及び附則第１１項から第２３項までの

規定 平成２８年４月１日

� 第１条中大阪市市税条例第３５条の２第１項第２号ウ、第５３条の１８第２項、第５３

条の１８の２第２項及び第５３条の１８の３第２項の改正規定並びに同条例第５３条の２０

の次に１条を加える改正規定並びに附則第６項の規定 平成２９年１月１日

� 第１条中大阪市市税条例第５３条第１項、第３項、第５項、第６項、第８項、第

９項、第１１項及び第１２項の改正規定並びに同条例附則第１２９項の改正規定並びに

附則第８項の規定 平成２９年４月１日

� 第１条中大阪市市税条例第６条、第９条第１項第２号及び第７９条の改正規定並

びに第２条の規定 市長が定める日

（市民税に関する経過措置）

２ 別段の定めがあるものを除き、第１条の規定による改正後の大阪市市税条例（以

下「新条例」という。）の規定中個人の市民税に関する部分は、平成２７年度以後の

年度分の個人の市民税について適用し、平成２６年度分までの個人の市民税について

は、なお従前の例による。

３ 新条例第３１条第２項の規定は、平成２８年度以後の年度分の個人の市民税について

適用し、平成２７年度分までの個人の市民税については、なお従前の例による。
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４ 新条例第３５条の３第２項の規定は、平成２８年度以後の年度分の個人の市民税につ

いて適用し、平成２７年度分までの個人の市民税については、なお従前の例による。

５ 新条例第３５条の４の４及び第３５条の４の５の規定は、平成２８年度以後の年度分の

個人の市民税について適用する。

６ 附則第１項第４号に掲げる規定による改正後の大阪市市税条例の規定中個人の市

民税に関する部分は、平成２９年度以後の年度分の個人の市民税について適用し、平

成２８年度分までの個人の市民税については、なお従前の例による。

７ 附則第１項第３号に掲げる規定による改正後の大阪市市税条例（以下「２８年新条

例」という。）の規定中法人の市民税に関する部分は、同号に掲げる規定の施行の

日以後に開始する事業年度分の法人の市民税及び同日以後に開始する連結事業年度

分の法人の市民税について適用し、同日前に開始した事業年度分の法人の市民税及

び同日前に開始した連結事業年度分の法人の市民税については、なお従前の例によ

る。

８ 附則第１項第５号に掲げる規定による改正後の大阪市市税条例（以下「２９年新条

例」という。）第５３条第１項、第３項、第５項、第６項、第８項、第９項、第１１項

又は第１２項の規定は、同号に掲げる規定の施行の日以後に開始した事業年度におい

て生じた２９年新条例第５３条第１項若しくは第３項に規定する連結適用前欠損金額若

しくは連結適用前災害損失欠損金額、同日以後に開始した連結事業年度において生

じた同条第５項に規定する控除対象個別帰属税額（同条第６項の規定により控除対

象個別帰属税額とみなされたものを含む。）、同日以後に開始した事業年度におい

て損金の額が益金の額を超えることとなったため還付を受けた同条第８項に規定す

る内国法人の控除対象還付法人税額、外国法人の恒久的施設帰属所得に係る控除対

象還付法人税額若しくは外国法人の恒久的施設非帰属所得に係る控除対象還付法人

税額（同条第９項の規定により内国法人の控除対象還付法人税額、外国法人の恒久

的施設帰属所得に係る控除対象還付法人税額又は外国法人の恒久的施設非帰属所得

１６



に係る控除対象還付法人税額とみなされたものを含む。）又は同日以後に開始した

連結事業年度において損金の額が益金の額を超える場合における同条第１１項に規定

する控除対象個別帰属還付税額（同条第１２項の規定により控除対象個別帰属還付税

額とみなされたものを含む。）について適用し、同日前に開始した事業年度におい

て生じた附則第１項第５号に掲げる規定による改正前の大阪市市税条例第５３条第１

項若しくは第３項に規定する連結適用前欠損金額若しくは連結適用前災害損失欠損

金額、同日前に開始した連結事業年度において生じた同条第５項に規定する控除対

象個別帰属税額（同条第６項の規定により控除対象個別帰属税額とみなされたもの

を含む。）、同日前に開始した事業年度において損金の額が益金の額を超えること

となったため還付を受けた同条第８項に規定する内国法人の控除対象還付法人税額、

外国法人の恒久的施設帰属所得に係る控除対象還付法人税額若しくは外国法人の恒

久的施設非帰属所得に係る控除対象還付法人税額（同条第９項の規定により内国法

人の控除対象還付法人税額、外国法人の恒久的施設帰属所得に係る控除対象還付法

人税額又は外国法人の恒久的施設非帰属所得に係る控除対象還付法人税額とみなさ

れたものを含む。）又は同日前に開始した連結事業年度において損金の額が益金の

額を超える場合における同条第１１項に規定する控除対象個別帰属還付税額（同条第

１２項の規定により控除対象個別帰属還付税額とみなされたものを含む。）について

は、なお従前の例による。

（固定資産税に関する経過措置）

９ 新条例第６４条の２第１項の規定は、平成２８年度以後の年度分の固定資産税につい

て適用し、平成２７年度分までの固定資産税については、なお従前の例による。

（軽自動車税に関する経過措置）

１０ 新条例附則第５８項から第６０項までの規定は、平成２８年度分の軽自動車税について

適用する。

（市たばこ税に関する経過措置）

１１ 別段の定めがあるものを除き、附則第１項第３号に掲げる規定の施行の日前に課
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した、又は課すべきであった同号に掲げる規定による改正前の大阪市市税条例附則

第１１３項に規定する喫煙用の紙巻たばこ（以下「紙巻たばこ３級品」という。）に係

る市たばこ税については、なお従前の例による。

１２ 次の各号に掲げる期間内に、２８年新条例第９９条第１項に規定する売渡し又は同条

第２項に規定する売渡し若しくは消費等が行われる紙巻たばこ３級品に係る市たば

こ税の税率は、２８年新条例第１００条の規定にかかわらず、当該各号に定める税率と

する。

� 平成２８年４月１日から平成２９年３月３１日まで １，０００本につき２，９２５円

� 平成２９年４月１日から平成３０年３月３１日まで １，０００本につき３，３５５円

� 平成３０年４月１日から平成３１年３月３１日まで １，０００本につき４，０００円

１３ 平成２８年４月１日前に地方税法等の一部を改正する法律（平成２７年法律第２号）

附則第１条第６号に掲げる規定による改正前の地方税法（以下「２８年旧法」とい

う。）第４６５条第１項に規定する売渡し又は同条第２項に規定する売渡し若しくは消

費等（２８年旧法第４６９条第１項第１号及び第２号に規定する売渡しを除く。）が行わ

れた紙巻たばこ３級品を同日に販売のため所持する卸売販売業者等（２８年新条例第

９９条第１項に規定する卸売販売業者等をいう。以下同じ。）又は小売販売業者があ

る場合において、これらの者が所得税法等の一部を改正する法律（平成２７年法律第

９号。以下「所得税法等改正法」という。）附則第５２条第１項の規定により製造た

ばこの製造者として当該紙巻たばこ３級品を同日にこれらの者の製造たばこの製造

場から移出したものとみなして同項の規定によりたばこ税を課されることとなると

きは、これらの者が卸売販売業者等として当該紙巻たばこ３級品（これらの者が卸

売販売業者等である場合には市内に所在する紙巻たばこ３級品の貯蔵場所、これら

の者が小売販売業者である場合には市内に所在する紙巻たばこ３級品を直接管理す

る当該小売販売業者の営業所において所持されるものに限る。）を同日に市内に小

売販売業者の営業所の所在する小売販売業者に売り渡したものとみなして、これら
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の者に市たばこ税を課する。この場合における市たばこ税の課税標準は、当該売り

渡したものとみなされる紙巻たばこ３級品の本数とし、当該市たばこ税の税率は、

１，０００本につき４３０円とする。

１４ 前項に規定する者は、同項に規定する貯蔵場所又は小売販売業者の営業所ごとに、

総務省令で定める様式によって、次に掲げる事項を記載した申告書を平成２８年５月

２日までに、市長に提出しなければならない。

� 所持する紙巻たばこ３級品の本数及び当該紙巻たばこ３級品の本数のうち市た

ばこ税の課税標準となるものの本数

� 前号の課税標準となる紙巻たばこ３級品の本数により算定した前項の規定によ

る市たばこ税額

� その他参考となるべき事項

１５ 前項の規定による申告書を提出した者は、平成２８年９月３０日までに、当該申告書

に記載した同項第２号に掲げる市たばこ税額に相当する金額を納付しなければなら

ない。

１６ 附則第１３項の規定により市たばこ税を課する場合においては、前３項に規定する

もののほか、２８年新条例の規定中市たばこ税に関する部分（２８年新条例第９９条の３

から第１００条の２まで、第１０１条の２、第１０１条の３及び第１０１条の６の規定を除

く。）を適用する。この場合において、次の表の左欄に掲げる２８年新条例の規定中

同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の右欄に掲げる字句とする。

第１０１条の

４第１項

第１０１条の２第１項

又は第２項の規定に

よつて申告書

大阪市市税条例の一部を改正する条例（平

成２７年大阪市条例第 号。以下この節にお

いて「平成２７年改正条例」という。）附則

第１４項の規定によつて申告書

第１０１条の２第１項

又は第２項の規定に

平成２７年改正条例附則第１４項及び第１５項の

規定によつて申告納付する
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１７ 卸売販売業者等が、販売契約の解除その他やむを得ない理由により、市内に小売

販売業者の営業所の所在する小売販売業者に売り渡した紙巻たばこ３級品のうち、

附則第１３項の規定により市たばこ税を課された、又は課されるべきものの返還を受

けた場合には、当該市たばこ税に相当する金額を、２８年新条例第１０１条の６の規定

に準じて、同条の規定による当該紙巻たばこ３級品につき納付された、又は納付さ

れるべき市たばこ税額に相当する金額に係る控除又は還付に併せて、当該卸売販売

業者等に係る市たばこ税額から控除し、又は当該卸売販売業者等に還付する。この

場合において、当該卸売販売業者等が２８年新条例第１０１条の２の規定により市長に

提出すべき申告書には、総務省令で定めるところにより、当該返還に係る紙巻たば

こ３級品の品目ごとの本数についての明細を記載した書類を添付しなければならな

い。

１８ 平成２９年４月１日前に地方税法等の一部を改正する法律（平成２７年法律第２号）

附則第１条第６号に掲げる規定による改正後の地方税法（以下「２８年新法」とい

う。）第４６５条第１項に規定する売渡し又は同条第２項に規定する売渡し若しくは消

費等（２８年新法第４６９条第１項第１号及び第２号に規定する売渡しを除く。以下同

じ。）が行われた紙巻たばこ３級品を同日に販売のため所持する卸売販売業者等又

は小売販売業者がある場合において、これらの者が所得税法等改正法附則第５２条第

８項の規定により製造たばこの製造者として当該紙巻たばこ３級品を同日にこれら

よつて申告納付する

第１０１条の

４第２項

第１０１条の２第１項

若しくは第２項

平成２７年改正条例附則第１４項

第１０１条の

４の２

第１０１条の２第１項

又は第２項

平成２７年改正条例附則第１４項

当該各項に規定する

申告書の提出期限

平成２８年５月２日

２０



の者の製造たばこの製造場から移出したものとみなして同項の規定によりたばこ税

を課されることとなるときは、これらの者が卸売販売業者等として当該紙巻たばこ

３級品（これらの者が卸売販売業者等である場合には市内に所在する紙巻たばこ３

級品の貯蔵場所、これらの者が小売販売業者である場合には市内に所在する紙巻た

ばこ３級品を直接管理する当該小売販売業者の営業所において所持されるものに限

る。）を同日に市内に小売販売業者の営業所の所在する小売販売業者に売り渡した

ものとみなして、これらの者に市たばこ税を課する。この場合における市たばこ税

の課税標準は、当該売り渡したものとみなされる紙巻たばこ３級品の本数とし、当

該市たばこ税の税率は、１，０００本につき４３０円とする。

１９ 附則第１４項から第１７項までの規定は、前項の規定により市たばこ税を課する場合

について準用する。この場合において、次の表の左欄に掲げる規定中同表の中欄に

掲げる字句は、それぞれ同表の右欄に掲げる字句に読み替えるものとする。

附則第１４項 前項に 附則第１８項に

平成２８年５月２日 平成２９年５月１日

附則第１４項第２号 前項 附則第１８項

附則第１５項 平成２８年９月３０日 平成２９年１０月２日

附則第１６項の表以外の部分 附則第１３項 附則第１８項

前３項 同項及び前２項

附則第１６項の表第１０１条の４第

１項の項及び第１０１条の４第２

項の項

附則第１４項 附則第１９項において準用

する附則第１４項

附則第１６項の表第１０１条の４の

２の項

附則第１４項 附則第１９項において準用

する附則第１４項

平成２８年５月２日 平成２９年５月１日

２１



２０ 平成３０年４月１日前に２８年新法第４６５条第１項に規定する売渡し又は同条第２項

に規定する売渡し若しくは消費等が行われた紙巻たばこ３級品を同日に販売のため

所持する卸売販売業者等又は小売販売業者がある場合において、これらの者が所得

税法等改正法附則第５２条第１０項の規定により製造たばこの製造者として当該紙巻た

ばこ３級品を同日にこれらの者の製造たばこの製造場から移出したものとみなして

同項の規定によりたばこ税を課されることとなるときは、これらの者が卸売販売業

者等として当該紙巻たばこ３級品（これらの者が卸売販売業者等である場合には市

内に所在する紙巻たばこ３級品の貯蔵場所、これらの者が小売販売業者である場合

には市内に所在する紙巻たばこ３級品を直接管理する当該小売販売業者の営業所に

おいて所持されるものに限る。）を同日に市内に小売販売業者の営業所の所在する

小売販売業者に売り渡したものとみなして、これらの者に市たばこ税を課する。こ

の場合における市たばこ税の課税標準は、当該売り渡したものとみなされる紙巻た

ばこ３級品の本数とし、当該市たばこ税の税率は、１，０００本につき６４５円とする。

２１ 附則第１４項から第１７項までの規定は、前項の規定により市たばこ税を課する場合

について準用する。この場合において、次の表の左欄に掲げる規定中同表の中欄に

掲げる字句は、それぞれ同表の右欄に掲げる字句に読み替えるものとする。

附則第１４項 前項に 附則第２０項に

平成２８年５月２日 平成３０年５月１日

附則第１４項第２号 前項 附則第２０項

附則第１５項 平成２８年９月３０日 平成３０年１０月１日

附則第１６項の表以外の部分 附則第１３項 附則第２０項

前３項 同項及び前２項

附則第１６項の表第１０１条の４第 附則第１４項 附則第２１項において準用

附則第１７項 附則第１３項 附則第１８項

２２



２２ 平成３１年４月１日前に２８年新法第４６５条第１項に規定する売渡し又は同条第２項

に規定する売渡し若しくは消費等が行われた紙巻たばこ３級品を同日に販売のため

所持する卸売販売業者等又は小売販売業者がある場合において、これらの者が所得

税法等改正法附則第５２条第１２項の規定により製造たばこの製造者として当該紙巻た

ばこ３級品を同日にこれらの者の製造たばこの製造場から移出したものとみなして

同項の規定によりたばこ税を課されることとなるときは、これらの者が卸売販売業

者等として当該紙巻たばこ３級品（これらの者が卸売販売業者等である場合には市

内に所在する紙巻たばこ３級品の貯蔵場所、これらの者が小売販売業者である場合

には市内に所在する紙巻たばこ３級品を直接管理する当該小売販売業者の営業所に

おいて所持されるものに限る。）を同日に市内に小売販売業者の営業所の所在する

小売販売業者に売り渡したものとみなして、これらの者に市たばこ税を課する。こ

の場合における市たばこ税の課税標準は、当該売り渡したものとみなされる紙巻た

ばこ３級品の本数とし、当該市たばこ税の税率は、１，０００本につき１，２６２円とする。

２３ 附則第１４項から第１７項までの規定は、前項の規定により市たばこ税を課する場合

について準用する。この場合において、次の表の左欄に掲げる規定中同表の中欄に

掲げる字句は、それぞれ同表の右欄に掲げる字句に読み替えるものとする。

１項の項及び第１０１条の４第２

項の項

する附則第１４項

附則第１６項の表第１０１条の４の

２の項

附則第１４項 附則第２１項において準用

する附則第１４項

平成２８年５月２日 平成３０年５月１日

附則第１７項 附則第１３項 附則第２０項

附則第１４項 前項に 附則第２２項に

平成２８年５月２日 平成３１年４月３０日

２３



２４ 大阪市市税条例の一部を改正する条例（平成２６年大阪市条例第８０号）の一部を次

のように改正する。

第１条中附則第５８項から第７８項までの改正規定を次のように改める。

附則第６１項を削り、附則第６０項を附則第６１項とし、附則第５９項を附則第６０項とし、

附則第５８項中「初めて道路運送車両法第６０条第１項後段の規定による車両番号の指定

（次項及び附則第６０項において「初回車両番号指定」という。）」を「初回車両番号

指定」に、「第８４条第２号ア」を「同条第２号ア」に改め、同項第１号中「（電気を

動力源とする軽自動車で内燃機関を有しないものをいう。）」を削り、同項第２号中

「（専ら可燃性天然ガスを内燃機関の燃料として用いる軽自動車で総務省令で定める

ものをいう。）」を削り、同項を附則第５９項とし、附則第５７項の次に次の１項を加え

る。

５８ ３輪以上の軽自動車（電気軽自動車（電気を動力源とする軽自動車で内燃機関を

有しないものをいう。次項第１号において同じ。）、天然ガス軽自動車（専ら可燃

性天然ガスを内燃機関の燃料として用いる軽自動車で総務省令で定めるものをいう。

附則第１４項第２号 前項 附則第２２項

附則第１５項 平成２８年９月３０日 平成３１年９月３０日

附則第１６項の表以外の部分 附則第１３項 附則第２２項

前３項 同項及び前２項

附則第１６項の表第１０１条の４第

１項の項及び第１０１条の４第２

項の項

附則第１４項 附則第２３項において準用

する附則第１４項

附則第１６項の表第１０１条の４の

２の項

附則第１４項 附則第２３項において準用

する附則第１４項

平成２８年５月２日 平成３１年４月３０日

附則第１７項 附則第１３項 附則第２２項
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次項第２号において同じ。）、メタノール軽自動車（専らメタノールを内燃機関の

燃料として用いる軽自動車で総務省令で定めるものをいう。）、混合メタノール軽

自動車（メタノールとメタノール以外のものとの混合物で総務省令で定めるものを

内燃機関の燃料として用いる軽自動車で総務省令で定めるものをいう。）及びガソ

リンを内燃機関の燃料として用いる電力併用軽自動車（内燃機関を有する軽自動車

で併せて電気その他の総務省令で定めるものを動力源として用いるものであつて、

廃エネルギーを回収する機能を備えていることにより大気汚染防止法第２条第１４項

に規定する自動車排出ガスの排出の抑制に資するもので総務省令で定めるものをい

う。）並びに被けん引自動車を除く。）に対する当該軽自動車が初めて道路運送車

両法第６０条第１項後段の規定による車両番号の指定（以下この項から附則第６１項ま

でにおいて「初回車両番号指定」という。）を受けた月から起算して１４年を経過し

た月の属する年度以後の年度分の軽自動車税に係る第８４条の規定の適用については、

当分の間、同条第２号ア中「３，９００円」とあるのは「４，６００円」と、「６，９００円」とあ

るのは「８，２００円」と、「１０，８００円」とあるのは「１２，９００円」と、「３，８００円」とある

のは「４，５００円」と、「５，０００円」とあるのは「６，０００円」とする。

附則第１項第５号中「附則第５８項から第７８項まで及び第１２９項」を「附則第６１項を

削り、附則第６０項を附則第６１項とし、附則第５９項を附則第６０項とする改正規定、同条

例附則第５８項の改正規定、同項を附則第５９項とし、附則第５７項の次に１項を加える改

正規定並びに同条例附則第１２９項」に改める。
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平成２７年５月２２日提出

大阪市長 橋 下 徹

説 明

地方税法等の一部改正に伴い、個人の市民税について住宅借入金等特別税額控除の対象期間を

延長し、法人税の繰越控除に係る法人税割の減額の期間を改め、都市再生特別措置法に基づき認

定事業者が取得する公共施設等に係る固定資産税及び都市計画税の課税標準の特例割合を定め、

軽自動車税について一定の環境性能を有する軽四輪等にその燃費性能に応じた特例措置を講じ、

市たばこ税について紙巻たばこ３級品に係る税率の特例を廃止するとともに税率を段階的に引き

上げ、併せて規定を整備するため、条例の一部を改正する必要があるので、この案を提出する次

第である。
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（第１条による改正関係）

（災害等による期限の延長）

第６条 市長は、災害その他やむを得ない理由により、法又はこの条例に定める申告、申請、請

求その他書類の提出（不服申立
審査請求

てに関するものを除く。）又は納付若しくは納入に関する期限

までに、これらの行為をすることができないと認めるときは、その理由のやんだ日から２月以

内に限り、当該期限を延長することができる。

（還付加算金）

第９条 過誤納金を前２条の規定により還付し、又は充当する場合には、次の各号に掲げる過誤

納金の区分に従い当該各号に定める日の翌日から市長が還付のための支出を決定した日又は充

当をした日（同日前に充当をするのに適することとなつた日がある場合には、当該適すること

となつた日）までの期間の日数に応じ、その金額に年７．３パーセントの割合を乗じて計算した

金額（以下「還付加算金」という。）をその還付又は充当をすべき金額に加算する。

� 省 略

� 更正の請求に基づく更正（当該請求に対する処分に係る不服申立て
審査請求

又は訴えについての決

定若しくは裁決又は判決を含む。）により、納付し、又は納入すべき額が減少した市税（当

該市税に係る延滞金を含む。次号において同じ。）に係る過納金 省 略

�－� 省 略

２－５ 省 略

（法人の均等割の税率）

第３０条の２ 法人の均等割の税率は、次の表の左欄に掲げる法人の区分に応じ、それぞれ当該右

欄に定める額とする。

（参 照） 傍線は削除�
�
�太字は改正

大阪市市税条例（抄）

法 人 の 区 分 税 率

� 次に掲げる法人

ア－イ 省 略

ウ 一般社団法人（非営利型法人（法人税法第２条第９号の２に規

定する非営利型法人をいう。以下この号並びに
及び

附則第１１６項及び

省 略
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２－４ 省 略

５ 第２項第１号に掲げる法人（保険業法に規定する相互会社を除く。）の資本金等の額が、同

号に定める日（法人税法第７１条第１項（同法第７２条第１項の規定が適用される場合を除く。）

又は第１４４条の３第１項（同法第１４４条の４第１項の規定が適用される場合を除く。）に規定す

る申告書を提出する義務があるものにあつては、政令で定める日）現在における資本金の額及

び資本準備金の額の合算額又は出資金の額に満たない場合における第１項の規定の適用につい

ては、同項の表の第１号オ中「資本金等の額が」とあるのは「第２項第１号に定める日（同法

第７１条第１項（同法第７２条第１項の規定が適用される場合を除く。）又は第１４４条の３第１項

（同法第１４４条の４第１項の規定が適用される場合を除く。）に規定する申告書を提出する義務

があるものにあつては、第５項に規定する政令で定める日。以下この表において同じ。）現在

における資本金の額及び資本準備金の額の合算額又は出資金の額が」と、同表の第２号から第

９号までの規定中「資本金等の額が」とあるのは「第２項第１号に定める日現在における資本

金の額及び資本準備金の額の合算額又は出資金の額が」とする。

６－７ 省 略

（所得割の課税標準）

第３１条 省 略

２ 前項の総所得金額、退職所得金額又は山林所得金額は、法又はこれに基づく政令に特別の定

めがある場合を除くほか、それぞれ所得税法その他の所得税に関する法令の規定による所得税

法第２２条第２項又は第３項の総所得金額、退職所得金額又は山林所得金額の計算の例によつて

算定するものとする。ただし、同法第６０条の２から第６０条の４までの規定の例によらないもの

とする。

３－１３ 省 略

（配当控除）

第３５条 当分の間、所得割の納税義務者の前年の総所得金額のうちに、配当所得（剰余金の配当

（所得税法第９２条第１項に規定する剰余金の配当をいう。以下この項において同じ。）、利益の

配当（同条第１項に規定する利益の配当をいう。以下この項において同じ。）、剰余金の分配

第１２１項において同じ。）に該当するものを除く。）及び一般財団

法人（非営利型法人に該当するものを除く。）

エ－オ 省 略

省 略 省 略

２８



（同条第１項に規定する剰余金の分配をいう。以下この項において同じ。）、金銭の分配（同条

第１項に規定する金銭の分配をいう。以下この項において同じ。）又は証券投資信託（同法第

２条第１項第１３号に規定する証券投資信託をいう。以下この項において同じ。）の収益の分配

（同法第９条第１項第１１号に掲げるものを含まないものとする。以下この項において同じ。）

に係る同法第２４条に規定する配当所得（法の施行地に主たる事務所又は事業所を有する法人

（以下「内国法人」という。）から受けるこれらの金額に係るものに限るものとし、租税特別

措置法第９条第１項各号に掲げる配当等に係るものを除く。）をいう。以下この項において同

じ。）があるときは、次に掲げる金額の合計額を、その者の第３３条及び前条の規定を適用した

場合の所得割の額から控除する。

� 剰余金の配当、利益の配当、剰余金の分配、金銭の分配又は特定株式投資信託（租税特別

措置法第３条の２に規定する特定株式投資信託をいう。以下この項において同じ。）の収益

の分配に係る配当所得については、当該配当所得の金額の１００分の１．６（課税総所得金額から

特定株式投資信託以外の証券投資信託の収益の分配に係る配当所得の金額を控除した金額が

１０，０００，０００円を超える場合には、当該剰余金の配当、利益の配当、剰余金の分配、金銭の分

配又は特定株式投資信託の収益の分配に係る配当所得の金額のうちその超える金額に相当す

る金額（当該配当所得の金額がその超える金額に満たないときは、当該配当所得の金額）に

ついては、１００分の０．８）に相当する金額

�－� 省 略

２ 省 略

（住宅借入金等特別税額控除）

第３５条の２ 平成２０年度から平成２８年度までの各年度分の個人の市民税に限り、所得割の納税義

務者が前年分の所得税につき租税特別措置法第４１条又は第４１条の２の２の規定の適用を受けた

場合（同法第４１条第１項に規定する居住年（以下この項、次条及び附則第１２８項の３において

「居住年」という。）が平成１１年から平成１８年までの各年である場合に限る。）において、第１

号に掲げる金額と第２号に掲げる金額とのいずれか少ない金額から第３号に掲げる金額を控除

した金額（当該金額が０を下回る場合には、０とする。）の５分の３に相当する金額（第３項

において「市民税の住宅借入金等特別税額控除額」という。）を、当該納税義務者の第３３条及

び第３４条の４の規定を適用した場合の所得割の額から控除する。

� 省 略

� アに掲げる金額とイに掲げる金額とを合計した金額からウに掲げる金額を控除した金額
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ア 省 略

イ 当該納税義務者の前年分の租税特別措置法第８条の４第１項（所得税法等の一部を改正

する法律（平成２０年法律第２３号。以下この項及び附則第１１７項において「平成２０年所得税

法等改正法」という。）附則第３２条第１項の規定により適用される場合を含む。）、第２５条

第２項、第２８条の４第１項、第３１条第１項（同法第３１条の２又は第３１条の３の規定により

適用される場合を含む。）、第３２条第１項若しくは第２項、第３７条の１０第１項（平成２０年所

得税法等改正法附則第４３条第２項の規定により適用される場合を含む。）若しくは第４１条

の１４第１項又は租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関す

る法律第３条の２第１６項、第１８項、第２０項、第２２項若しくは第２４項の規定による所得税の

額の合計額

ウ 当該納税義務者の前年分の所得税に係る租税特別措置法第２５条の規定による免除額、所

得税法第９２条の規定による控除額、租税特別措置法第１０条（同法第１０条の２の規定により

読み替えて適用される場合を含む。）、第１０条の２の２から第１０条の５の５
第１０条の５の４

まで及び第１０条

の６（東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律（以下「震災

特例法」という。）第１０条の４の規定により読み替えて適用される場合を含む。）の規定に

よる控除額並びに震災特例法第１０条の２から第１０条の３の３までの規定による控除額の合

計額

� 省 略

２－５ 省 略

第３５条の２の２ 平成２２年度から平成３９年度
平成４１年度

までの各年度分の個人の市民税に限り、所得割の納

税義務者が前年分の所得税につき租税特別措置法第４１条又は第４１条の２の２の規定の適用を受

けた場合（居住年が平成１１年から平成１８年まで又は平成２１年から平成２９年
平成３１年

までの各年である場

合に限る。）において、前条第１項の規定の適用を受けないときは、第１号に掲げる金額から

第２号に掲げる金額を控除した金額（当該金額が０を下回る場合には、０とする。）の５分の

３に相当する金額（以下この項において「控除額」という。）を、当該納税義務者の第３３条及

び第３４条の４の規定を適用した場合の所得割の額から控除する。この場合において、当該控除

額が当該納税義務者の前年分の所得税に係る所得税法第８９条第２項に規定する課税総所得金額、

課税退職所得金額及び課税山林所得金額の合計額の１００分の３に相当する金額（当該金額が
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５８，５００円を超える場合には、５８，５００円。以下この項において「控除限度額」という。）を超え

るときは、当該控除額は、当該控除限度額に相当する金額とする。

�－� 省 略

２－３ 省 略

４ 所得割の納税義務者が、居住年が平成２６年から平成２９年
平成３１年

までであつて、かつ、租税特別措置

法第４１条第３項第２号に規定する特定取得に該当する同条第１項に規定する住宅の取得等に係

る同項に規定する住宅借入金等の金額を有するときは、第１項の規定の適用については、同項

中「１００分の３」とあるのは「１００分の４．２」と、「５８，５００円」とあるのは「８１，９００円」とする。

（寄附金税額控除）

第３５条の３ 省 略

２ 前項の特例控除額は、同項の所得割の納税義務者が前年中に支出した同項第１号に掲げる寄

附金の額の合計額のうち２，０００円を超える金額に、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該

各号に定める割合を乗じて得た金額の５分の３に相当する金額（当該金額が当該納税義務者の

第３３条及び第３４条の４の規定を適用した場合の所得割の額の１００分の１０
１００分の２０

に相当する金額を超え

るときは、当該１００分の１０
１００分の２０

に相当する金額）とする。

� 省 略

� 当該納税義務者が課税総所得金額を有する場合において、当該課税総所得金額から当該納

税義務者に係る人的控除差調整額を控除した金額が０を下回るときであつて、当該納税義務

者が第３３条第２項に規定する課税山林所得金額（以下
次号

この項において「課税山林所得金額」

という。）及び同条
同項

第２項に規定する課税退職所得金額（以下
同号

この項において「課税退職所

得金額」という。）を有しないとき 省 略

� 省 略

３－９ 省 略

（寄附金税額控除の対象となる寄附金の特例）

第３５条の４の３ 省 略

第３５条の４の４ 当分の間、所得割の納税義務者が前年中に第３５条の３第１項第１号に掲げる寄

附金を支出し、かつ、当該納税義務者について法附則第７条第１２項の規定による申告特例通知
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書の送付があつた場合においては、申告特例控除額を当該納税義務者の第３５条の３第１項及び

第２項の規定を適用した場合の所得割の額から控除する。

２ 前項の申告特例控除額は、第３５条の３第２項に規定する特例控除額に、次の表の左欄に掲げ

る第３３条第２項に規定する課税総所得金額から第３４条の４第１号アに掲げる金額を控除した金

額の区分に応じ、それぞれ同表の右欄に掲げる割合を乗じて得た金額とする。

第３５条の４の５ 平成２８年度から平成５０年度までの各年度分の個人の市民税についての前条第１

項及び第２項の規定の適用については、同項の表中「８５分の５」とあるのは「８４．８９５分の

５．１０５」と、「８０分の１０」とあるのは「７９．７９分の１０．２１」と、「７０分の２０」とあるのは「６９．５８分

の２０．４２」と、「６７分の２３」とあるのは「６６．５１７分の２３．４８３」と、「５７分の３３」とあるのは「５６．３０７

分の３３．６９３」とする。

（個人の市民税に係る公的年金等受給者の扶養親族申告書）

第３８条の３ 省 略

２－３ 省 略

４ 公的年金等受給者は、第１項の規定による申告書の提出の際に経由すべき公的年金等支払者

が所得税法第２０３条の５第４項
第５項

に規定する納税地の所轄税務署長の承認を受けている場合には、

総務省令で定めるところにより、当該申告書の提出に代えて、当該公的年金等支払者に対し、

当該申告書に記載すべき事項を電磁的方法により提供することができる。

５ 省 略

（公的年金等に係る所得に係る個人の市民税の特別徴収）

第５１条の２ 個人の市民税の納税義務者が前年中において公的年金等の支払を受けた者であり、

かつ、当該年度の初日において老齢等年金給付（国民年金法による老齢基礎年金その他の同法

、
又は

厚生年金保険法、国家公務
による老齢

員共済組合法、地方公務員等共済組合法又は私立学校教職員共

済法に基づく老齢又は退職を支給事由とする年金たる給付であつて政令で定めるもの及びこれ

らの年金たる給付に類する老齢又は退職を支給事由とする年金たる給付であつて政令で定める

１，９５０，０００円以下の金額 ８５分の５

１，９５０，０００円を超え３，３００，０００円以下の金額 ８０分の１０

３，３００，０００円を超え６，９５０，０００円以下の金額 ７０分の２０

６，９５０，０００円を超え９，０００，０００円以下の金額 ６７分の２３

９，０００，０００円を超える金額 ５７分の３３
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ものをいう。以下この節において同じ。）の支払を受けている年齢６５歳以上の者（特別徴収の

方法によつて徴収することが著しく困難であると認めるものその他の政令で定めるものを除く。

以下この節において「特別徴収対象年金所得者」という。）である場合においては、当該納税

義務者に対して課する個人の市民税のうち当該納税義務者の前年中の公的年金等に係る所得に

係る所得割額及び均等割額の合算額（当該納税義務者に係る均等割額を第４８条第１項の規定に

より特別徴収の方法によつて徴収する場合においては、公的年金等に係る所得に係る所得割額。

以下この節において同じ。）の２分の１に相当する額（当該額に１００円未満の端数があるときは

その端数金額を切り捨て、当該額が１００円未満であるときは１００円とする。以下この節において

「年金所得に係る特別徴収税額」という。）を当該年度の１０月１日から翌年の３月３１日までの

間に支払われる老齢等年金給付から当該老齢等年金給付の支払の際に特別徴収の方法によつて

徴収する。

２－３ 省 略

（法人税の繰越控除に係る法人税割の減額）

第５３条 法人税法第７１条第１項（同法第７２条第１項の規定が適用される場合に限る。）若しくは

第７４条第１項の規定によつて法人税に係る申告書を提出する義務がある法人又は同法第８１条の

２２第１項の規定によつて法人税に係る申告書を提出する義務がある法人若しくは当該法人との

間に連結完全支配関係がある連結子法人（連結申告法人に限る。）について、当該事業年度又

は連結事業年度開始の日前９年
１０年

以内に開始した事業年度において生じた連結適用前欠損金額

（同法第５７条第１項の欠損金額のうちこれらの法人の最初連結事業年度（同法第１５条の２第１

項に規定する最初連結事業年度をいう。以下この項、第３項及び第４項において同じ。）の開

始の日の前日の属する事業年度以前の事業年度において生じたもので、同法第８１条の９第２項

の規定により連結欠損金額（同法第２条第１９号の２に規定する連結欠損金額をいう。以下この

項、第１２項及び第１３項において同じ。）とみなされたもの及び同法第８１条の９第４項の規定に

より損金の額に算入されたもの以外のものをいう。第３項及び第４項において同じ。）又は連

結適用前災害損失欠損金額（同法第５８条第１項の災害損失欠損金額のうちこれらの法人の最初

連結事業年度の開始の日の前日の属する事業年度以前の事業年度において生じたもので、同法

第８１条の９第２項の規定により連結欠損金額とみなされたもの及び同条第４項の規定により損

金の額に算入されたもの以外のものをいう。第３項及び第４項において同じ。）がある場合の

これらの法人が納付すべき当該事業年度分又は連結事業年度分の法人税割の課税標準となる法

人税額又は個別帰属法人税額の算定については、前条第１項、第４項、第７項又は第８項の規
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定にかかわらず、これらの規定によつて申告納付すべき当該法人税額の課税標準の算定期間又

は当該連結法人税額の課税標準の算定期間に係る法人税割の課税標準となる法人税額又は個別

帰属法人税額から、当該法人税額（当該法人税額について租税特別措置法第４２条の５第５項、

第４２条の６第１２項、第４２条の９第４項、第４２条の１２の３第５項、第６２条第１項、第６２条の３第

１項若しくは第８項又は第６３条第１項の規定により加算された金額がある場合には、政令で定

める額を控除した額）又は当該個別帰属法人税額（当該個別帰属法人税額について個別帰属特

別控除取戻税額等がある場合には、政令で定める額を控除した額）を限度として、控除対象個

別帰属調整額を控除する。この場合において、控除対象個別帰属調整額は、前事業年度又は前

連結事業年度以前の法人税割の課税標準とすべき法人税額又は個別帰属法人税額について控除

されなかつた額に限る。

２ 省 略

３ 第１項の法人を合併法人（合併により被合併法人（合併によりその有する資産及び負債の移

転を行つた法人をいう。以下この条、第５３条の４、第５３条の４の２及び第５３条の４の４におい

て同じ。）から資産及び負債の移転を受けた法人をいう。以下この条、第５３条の４及び第５３条

の４の２において同じ。）とする適格合併が行われた場合又は当該法人との間に法人税法第２

条第１２号の７の６に規定する完全支配関係（当該法人による完全支配関係又は同号に規定する

相互の関係に限る。以下この条において同じ。）がある他の法人で当該法人が発行済株式若し

くは出資の全部若しくは一部を有するものの残余財産が確定した場合において、当該適格合併

に係る被合併法人又は当該他の法人（以下この項及び次項において「被合併法人等」という。）

の当該適格合併の日前９年
１０年

以内に開始し、又は当該残余財産の確定の日の翌日前９年
１０年

以内に開

始した事業年度（以下この項において「前９年内事業年度
前１０年内事業年度

」という。）において生じた連結適

用前欠損金額又は連結適用前災害損失欠損金額に係る第１項に規定する控除対象個別帰属調整

額（当該被合併法人等が当該控除対象個別帰属調整額（この項の規定により当該被合併法人等

の第１項に規定する控除対象個別帰属調整額とみなされたものを含む。）に係る連結適用前欠

損金額又は連結適用前災害損失欠損金額の生じた事業年度後最初の最初連結事業年度について

同法第８１条の９第２項の規定の適用がないことを証する書類を添付した法人の市民税の確定申

告書（前条第１項の規定によつて提出すべき申告書（同法第７４条第１項の規定によつて提出す

べき法人税の申告書に係るものに限る。）又は前条第４項の規定によつて提出すべき申告書を

いう。以下この条及び第５３条の４の４において同じ。）を提出していることその他の政令で定
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める要件を満たしている場合における当該控除対象個別帰属調整額に限るものとし、第１項の

規定により当該被合併法人等の当該適格合併の日前９年
１０年

以内に開始し、又は当該残余財産の確

定の日の翌日前９年
１０年

以内に開始した事業年度又は連結事業年度の法人税割の課税標準とすべき

法人税額又は個別帰属法人税額について控除された額を除く。以下この項において「控除未済

個別帰属調整額」という。）があるときは、当該法人の当該適格合併の日の属する事業年度若

しくは連結事業年度又は当該残余財産の確定の日の翌日の属する事業年度若しくは連結事業年

度（以下この項及び次項において「合併等事業年度等」という。）以後の事業年度又は連結事

業年度における第１項の規定の適用については、当該前９年内事業年度
前１０年内事業年度

に係る控除未済個別帰

属調整額（当該他の法人に同法第２条第１４号に規定する株主等（以下この条において「株主

等」という。）が２以上ある場合には、当該控除未済個別帰属調整額を当該他の法人の発行済

株式又は出資（当該他の法人が有する自己の株式又は出資を除く。）の総数又は総額で除し、

これに当該法人の有する当該他の法人の株式又は出資の数又は金額を乗じて計算した金額）は、

それぞれ当該控除未済個別帰属調整額に係る前９年内事業年度
前１０年内事業年度

開始の日の属する当該法人の事

業年度又は連結事業年度（当該法人の合併等事業年度等開始の日以後に開始した当該被合併法

人等の前９年内事業年度
前１０年内事業年度

に係る控除未済個別帰属調整額にあつては、当該合併等事業年度等の

前事業年度又は前連結事業年度）に係る同項に規定する控除対象個別帰属調整額とみなす。

４ 省 略

５ 法人税法第７１条第１項（同法第７２条第１項の規定が適用される場合に限る。）若しくは第７４

条第１項の規定によつて法人税に係る申告書を提出する義務がある法人又は同法第８１条の２２第

１項の規定によつて法人税に係る申告書を提出する義務がある法人若しくは当該法人との間に

連結完全支配関係がある連結子法人（連結申告法人に限る。）について、当該事業年度又は連

結事業年度開始の日前９年
１０年

以内に開始した連結事業年度において控除対象個別帰属税額（０

（個別帰属特別控除取戻税額等がある場合にあつては、当該個別帰属特別控除取戻税額等）か

ら調整前個別帰属法人税額を差し引いた額であつて、０を超えるものをいう。以下この項から

第７項までにおいて同じ。）が生じた場合におけるこれらの法人が納付すべき当該事業年度分

又は連結事業年度分の法人税割の課税標準となる法人税額又は個別帰属法人税額の算定につい
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ては、前条第１項、第４項、第７項又は第８項の規定にかかわらず、これらの規定によつて申

告納付すべき当該法人税額の課税標準の算定期間又は当該連結法人税額の課税標準の算定期間

に係る法人税割の課税標準となる法人税額又は個別帰属法人税額から、当該法人税額（当該法

人税額について租税特別措置法第４２条の５第５項、第４２条の６第１２項、第４２条の９第４項、第

４２条の１２の３第５項、第６２条第１項、第６２条の３第１項若しくは第８項又は第６３条第１項の規

定により加算された金額がある場合には、政令で定める額を控除した額）又は当該個別帰属法

人税額（当該個別帰属法人税額について個別帰属特別控除取戻税額等がある場合には、政令で

定める額を控除した額）を限度として、控除対象個別帰属税額を控除する。この場合において、

控除対象個別帰属税額は、前事業年度又は前連結事業年度以前の法人税割の課税標準とすべき

法人税額又は個別帰属法人税額について控除されなかつた額に限る。

６ 前項の法人を合併法人とする適格合併が行われた場合又は当該法人との間に完全支配関係が

ある他の法人で当該法人が発行済株式若しくは出資の全部若しくは一部を有するものの残余財

産が確定した場合において、当該適格合併に係る被合併法人又は当該他の法人（以下この項に

おいて「被合併法人等」という。）の当該適格合併の日前９年
１０年

以内に開始し、又は当該残余財

産の確定の日の翌日前９年
１０年

以内に開始した連結事業年度（以下この項において「前９年内連結
前１０年内連結

事業年度
事業年度

」という。）において控除対象個別帰属税額（当該被合併法人等が当該控除対象個別

帰属税額（この項の規定により当該被合併法人等の控除対象個別帰属税額とみなされたものを

含む。）の生じた前９年内連結事業年度
前１０年内連結事業年度

について法人の市民税の確定申告書を提出しているこ

とその他の政令で定める要件を満たしている場合における当該控除対象個別帰属税額に限るも

のとし、前項の規定により当該被合併法人等の当該適格合併の日又は当該残余財産の確定の日

の翌日前９年
１０年

以内に開始した連結事業年度又は事業年度の法人税割の課税標準とすべき個別帰

属法人税額又は法人税額について控除された額を除く。以下この項において「控除未済個別帰

属税額」という。）が生じたときは、当該法人の当該適格合併の日の属する連結事業年度若し

くは事業年度又は当該残余財産の確定の日の翌日の属する連結事業年度若しくは事業年度（以

下この項及び次項において「合併等事業年度等」という。）以後の連結事業年度又は事業年度

における前項の規定の適用については、当該前９年内連結事業年度
前１０年内連結事業年度

において生じた控除未済個
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別帰属税額（当該他の法人に株主等が２以上ある場合には、当該控除未済個別帰属税額を当該

他の法人の発行済株式又は出資（当該他の法人が有する自己の株式又は出資を除く。）の総数

又は総額で除し、これに当該法人の有する当該他の法人の株式又は出資の数又は金額を乗じて

計算した金額）は、それぞれ当該控除未済個別帰属税額の生じた前９年内連
前１０年内連

結事業年度
結事業年度

開始の

日の属する当該法人の連結事業年度又は事業年度（当該法人の合併等事業年度等開始の日以後

に開始した当該被合併法人等の前９年内連結事業年度
前１０年内連結事業年度

において生じた控除未済個別帰属税額に

あつては、当該合併等事業年度等の前連結事業年度又は前事業年度）において生じた控除対象

個別帰属税額とみなす。

７ 省 略

８ 法人税法第７１条第１項（同法第７２条第１項の規定が適用される場合に限る。）、第７４条第１項、

第１４４条の３第１項（同法第１４４条の４第１項の規定が適用される場合に限る。）若しくは第１４４

条の６第１項の規定によつて法人税に係る申告書を提出する義務がある法人又は同法第８１条の

２２第１項の規定によつて法人税に係る申告書を提出する義務がある法人若しくは当該法人との

間に連結完全支配関係がある連結子法人（連結申告法人に限る。）で、当該事業年度開始の日

前９年
１０年

以内に開始した事業年度又は当該連結事業年度開始の日前９年
１０年

以内に開始した事業年度

において損金の額が益金の額を超えることとなつたため、同法第８０条又は第１４４条の１３の規定

によつて法人税額の還付を受けたものが納付すべき当該事業年度分又は当該連結事業年度分の

法人税割の課税標準となる法人税額又は個別帰属法人税額の算定については、前条第１項、第

４項、第７項又は第８項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる法人の区分に応じ、それぞれ

当該各号に定めるところによる。

�－� 省 略

９ 前項の法人を合併法人とする適格合併が行われた場合又は当該法人との間に完全支配関係が

ある他の法人で当該法人が発行済株式若しくは出資の全部若しくは一部を有するものの残余財

産が確定した場合において、当該適格合併に係る被合併法人又は当該他の法人（以下この項に

おいて「被合併法人等」という。）の当該適格合併の日前９年
１０年

以内に開始し、又は当該残余財

産の確定の日の翌日前９年
１０年

以内に開始した事業年度（以下この項において「前９年内事業年度
前１０年内事業年度

」

という。）において損金の額が益金の額を超えることとなつたため、当該被合併法人等が法人
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税法第８０条又は第１４４条の１３の規定によつて還付を受けた法人税額（当該適格合併に係る合併

法人が同法第８０条又は第１４４条の１３の規定によつて還付を受けた法人税額で当該被合併法人の

当該適格合併の日の前日の属する事業年度に係るものを含み、当該被合併法人等が当該法人税

額（この項の規定により当該被合併法人等の内国法人の控除対象還付法人税額、外国法人の恒

久的施設帰属所得に係る控除対象還付法人税額又は外国法人の恒久的施設非帰属所得に係る控

除対象還付法人税額とみなされたものを含む。）の計算の基礎となつた欠損金額（同法第２条

第１９号に規定する欠損金額をいう。次項において同じ。）に係る前９年内事業年度
前１０年内事業年度

について法

人の市民税の確定申告書を提出していることその他の政令で定める要件を満たしている場合に

おける当該法人税額に限るものとし、前項の規定により当該被合併法人等の当該適格合併の日

又は当該残余財産の確定の日の翌日前９年
１０年

以内に開始した事業年度又は連結事業年度の法人税

割の課税標準とすべき法人税額又は個別帰属法人税額について控除された額を除く。以下この

項において「控除未済還付法人税額」という。）があるときは、当該法人の当該適格合併の日

の属する事業年度若しくは連結事業年度又は当該残余財産の確定の日の翌日の属する事業年度

若しくは連結事業年度（以下この項及び次項において「合併等事業年度等」という。）以後の

事業年度又は連結事業年度における前項の規定の適用については、次の各号に掲げる当該法人

の区分に応じ、それぞれ当該各号に定めるところによる。

� 内国法人 当該前９年内事業年度
前１０年内事業年度

に係る控除未済還付法人税額（当該他の法人に株主等が

２以上ある場合には、当該控除未済還付法人税額を当該他の法人の発行済株式又は出資（当

該他の法人が有する自己の株式又は出資を除く。）の総数又は総額で除し、これに当該法人

の有する当該他の法人の株式又は出資の数又は金額を乗じて計算した金額）は、それぞれ当

該控除未済還付法人税額に係る前９年内事業年度
前１０年内事業年度

開始の日の属する当該法人の事業年度又

は連結事業年度（当該法人の合併等事業年度等開始の日以後に開始した当該被合併法人等の

前９年内事業年度
前１０年内事業年度

に係る控除未済還付法人税額にあつては、当該合併等事業年度等の前事業

年度又は前連結事業年度）に係る内国法人の控除対象還付法人税額とみなす。

� 外国法人 当該前９年内事業年度
前１０年内事業年度

に係る控除未済還付法人税額（当該他の法人に株主等が

２以上ある場合には、当該控除未済還付法人税額を当該他の法人の発行済株式又は出資（当
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該他の法人が有する自己の株式又は出資を除く。）の総数又は総額で除し、これに当該法人

の有する当該他の法人の株式又は出資の数又は金額を乗じて計算した金額）のうち、法人税

法第１４４条の１３（第１項第１号に係る部分に限る。）の規定によつて還付を受けたものは、そ

れぞれ当該控除未済還付法人税額に係る前９年内事業年度
前１０年内事業年度

開始の日の属する当該法人の事業

年度（当該法人の合併等事業年度等開始の日以後に開始した当該被合併法人等の前９年内事
前１０年内事

業年度
業年度

に係る控除未済還付法人税額にあつては、当該合併等事業年度等の前事業年度）に係

る外国法人の恒久的施設帰属所得に係る控除対象還付法人税額とみなし、同法第１４４条の１３

（第１項第２号に係る部分に限る。）の規定によつて還付を受けたものは、それぞれ当該控

除未済還付法人税額に係る前９年内事業年度
前１０年内事業年度

開始の日の属する当該法人の事業年度（当該法

人の合併等事業年度等開始の日以後に開始した当該被合併法人等の前９年内事業年度
前１０年内事業年度

に係る

控除未済還付法人税額にあつては、当該合併等事業年度等の前事業年度）に係る外国法人の

恒久的施設非帰属所得に係る控除対象還付法人税額とみなす。

１０ 省 略

１１ 法人税法第７１条第１項（同法第７２条第１項の規定が適用される場合に限る。）若しくは第７４

条第１項の規定によつて法人税に係る申告書を提出する義務がある法人又は同法第８１条の２２第

１項の規定によつて法人税に係る申告書を提出する義務がある法人若しくは当該法人との間に

連結完全支配関係がある連結子法人（連結申告法人に限る。）について、当該事業年度又は連

結事業年度開始の日前９年
１０年

以内に開始した連結事業年度において損金の額が益金の額を超える

こととなつたため、これらの法人に同法第８１条の１８第１項第４号に掲げる金額（以下この項か

ら第１３項までにおいて「控除対象個別帰属還付税額」という。）がある場合のこれらの法人が

納付すべき当該事業年度分又は連結事業年度分の法人税割の課税標準となる法人税額又は個別

帰属法人税額の算定については、前条第１項、第４項、第７項又は第８項の規定にかかわらず、

これらの規定によつて申告納付すべき当該法人税額の課税標準の算定期間又は当該連結法人税

額の課税標準の算定期間に係る法人税割の課税標準となる法人税額又は個別帰属法人税額から、

当該法人税額（当該法人税額について租税特別措置法第４２条の５第５項、第４２条の６第１２項、

第４２条の９第４項、第４２条の１２の３第５項、第６２条第１項、第６２条の３第１項若しくは第８項
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又は第６３条第１項の規定により加算された金額がある場合には、政令で定める額を控除した

額）又は当該個別帰属法人税額（当該個別帰属法人税額について個別帰属特別控除取戻税額等

がある場合には、政令で定める額を控除した額）を限度として、控除対象個別帰属還付税額を

控除する。この場合において、控除対象個別帰属還付税額は、前事業年度又は前連結事業年度

以前の法人税割の課税標準とすべき法人税額又は個別帰属法人税額について控除されなかつた

額に限る。

１２ 前項の法人を合併法人とする適格合併が行われた場合又は当該法人との間に完全支配関係が

ある他の法人で当該法人が発行済株式若しくは出資の全部若しくは一部を有するものの残余財

産が確定した場合において、当該適格合併に係る被合併法人又は当該他の法人（以下この項に

おいて「被合併法人等」という。）の当該適格合併の日前９年
１０年

以内に開始し、又は当該残余財

産の確定の日の翌日前９年
１０年

以内に開始した連結事業年度（以下この項において「前９年内連結
前１０年内連結

事業年度
事業年度

」という。）において損金の額が益金の額を超えることとなつたため、当該被合併法

人等に控除対象個別帰属還付税額（当該被合併法人等が当該控除対象個別帰属還付税額（この

項の規定により当該被合併法人等の控除対象個別帰属還付税額とみなされたものを含む。）の

計算の基礎となつた連結欠損金額に係る前９年内連結事業年度
前１０年内連結事業年度

について法人の市民税の確定申

告書を提出していることその他の政令で定める要件を満たしている場合における当該控除対象

個別帰属還付税額に限るものとし、前項の規定により当該被合併法人等の当該適格合併の日又

は当該残余財産の確定の日の翌日前９年
１０年

以内に開始した連結事業年度又は事業年度の法人税割

の課税標準とすべき個別帰属法人税額又は法人税額について控除された額を除く。以下この項

において「控除未済個別帰属還付税額」という。）があるときは、当該法人の当該適格合併の

日の属する連結事業年度若しくは事業年度又は当該残余財産の確定の日の翌日の属する連結事

業年度若しくは事業年度（以下この項及び次項において「合併等事業年度等」という。）以後の

連結事業年度又は事業年度における前項の規定の適用については、当該前９年内
前１０年内

連結事業年度
連結事業年度

に係る控除未済個別帰属還付税額（当該他の法人に株主等が２以上ある場合には、当該控除未

済個別帰属還付税額を当該他の法人の発行済株式又は出資（当該他の法人が有する自己の株式

又は出資を除く。）の総数又は総額で除し、これに当該法人の有する当該他の法人の株式又は
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出資の数又は金額を乗じて計算した金額）は、それぞれ当該控除未済個別帰属還付税額に係る

前９年内連結事業年度
前１０年内連結事業年度

開始の日の属する当該法人の連結事業年度又は事業年度（当該法人の合

併等事業年度等開始の日以後に開始した当該被合併法人等の前９年内連結事業年度
前１０年内連結事業年度

に係る控除

未済個別帰属還付税額にあつては、当該合併等事業年度等の前連結事業年度又は前事業年度）

に係る控除対象個別帰属還付税額とみなす。

１３－１４ 省 略

（外国の法人税等の額の控除）

第５３条の３ 内国法人又は外国法人が、外国の法令により課される法人税若しくは地方法人税又

は府民税若しくは市民税の法人税割に相当する税（外国法人にあつては、法人税法第１３８条第

１項第１号に掲げる国内源泉所得につき外国の法令により課されるものに限る。以下この条に

おいて「外国の法人税等」という。）を課された場合において、当該外国の法人税等の額のう

ち法人税法第６９条第１項の控除限度額若しくは同法第１４４条の２第１項の控除限度額又は同法

第８１条の１５第１項の連結控除限度個別帰属額及び地方法人税法第１２条第１項の控除の限度額で

政令で定めるもの若しくは同条第３項の控除の限度額で政令で定めるもの又は同条第２項の控

除の限度額で政令で定めるもの並びに法第５３条第２４項の控除の限度額で政令で定めるものの合

計額を超える額があるときは、政令で定めるところにより計算した額を限度として、政令で定

めるところにより、当該超える金額（政令で定める金額に限る。）を第５２条第１項（予定申告

法人に係るものを除く。）、第４項、第７項又は第８項の規定により申告納付すべき法人税割額

（外国法人にあつては、法人税法第１４１条第１号イに掲げる国内源泉所得に対する法人税額を

課税標準として課するものに限る。）から控除する。

（一般株式等に係る譲渡所得等の課税の特例）

第５３条の１８ 省 略

２ 租税特別措置法第３７条の１０第１項に規定する一般株式等を有する所得割の納税義務者が当該

一般株式等につき交付を受ける同条第３項及び第４項並びに同法第３７条の１４の３
第３７条の１４の４

第１項及び第

２項の規定により所得税法及び租税特別措置法第２章の規定の適用上同法第３７条の１０第３項及

び第４項並びに第３７条の１４の３
第３７条の１４の４

第１項及び第２項に規定する一般株式等に係る譲渡所得等に係

る収入金額とみなされる金額は、前項に規定する一般株式等に係る譲渡所得等に係る収入金額

とみなして、市民税に関する規定を適用する。
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３ 省 略

（上場株式等に係る譲渡所得等の課税の特例）

第５３条の１８の２ 省 略

２ 租税特別措置法第３７条の１１第２項に規定する上場株式等（次条第１項及び
、

第５３条の２０第１項

及び第５３条の２１第１項において「上場株式等」という。）を有する所得割の納税義務者が当該

上場株式等につき交付を受ける同法第４条の４第３項、第３７条の１１第３項及び第４項並びに

第３７条の１４の３
第３７条の１４の４

第１項及び第２項の規定により所得税法及び租税特別措置法第２章の規定の適

用上同法第４条の４第３項、第３７条の１１第３項及び第４項並びに第３７条の１４の３
第３７条の１４の４

第１項及び第

２項に規定する上場株式等に係る譲渡所得等に係る収入金額とみなされる金額は、前項に規定

する上場株式等に係る譲渡所得等に係る収入金額とみなして、市民税に関する規定を適用する。

３ 省 略

（特定管理株式等が価値を失つた場合の株式等に係る譲渡所得等の課税の特例）

第５３条の１８の３ 省 略

２ 所得割の納税義務者が前年中に租税特別措置法第３７条の１１の２第１項に規定する特定管理口

座（その者が２以上の特定管理口座を有する場合には、それぞれの特定管理口座。以下この項

において「特定管理口座」という。）に係る同条第１項に規定する振替口座簿（次条第１項に

おいて「振替口座簿」という。）に記載若しくは記録がされ、又は特定管理口座に保管の委託

がされている特定管理株式等の譲渡（同法第３７条の１１の２第２項に規定する譲渡をいう。以下

この項及び次条から第５３条の１９までにおいて同じ。）をした場合には、政令で定めるところに

より、当該特定管理株式等の譲渡による事業所得の金額、譲渡所得の金額又は雑所得の金額と

当該特定管理株式等の譲渡以外の同法第３７条の１０第２項に規定する株式等（次条及び
、

第５３条の

２０第２項及び第５３条の２１において「株式等」という。）の譲渡による事業所得の金額、譲渡所

得の金額又は雑所得の金額とを区分して、これらの金額を計算する。

３ 省 略

（非課税口座内上場株式等の譲渡に係る所得計算の特例）

第５３条の２０ 省 略

（未成年者口座内上場株式等の譲渡に係る所得計算の特例）

第５３条の２１ 所得割の納税義務者が、前年中に租税特別措置法第３７条の１４の２第５項第２号に規
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定する未成年者口座管理契約（以下この条において「未成年者口座管理契約」という。）に基

づき同法第３７条の１４の２第１項各号に規定する未成年者口座内上場株式等（以下この条におい

て「未成年者口座内上場株式等」という。）の譲渡をした場合には、政令で定めるところによ

り、当該未成年者口座内上場株式等の譲渡による事業所得の金額、譲渡所得の金額又は雑所得

の金額と当該未成年者口座内上場株式等以外の上場株式等の譲渡による事業所得の金額、譲渡

所得の金額又は雑所得の金額とを区分して、これらの金額を計算する。

２ 租税特別措置法第３７条の１４の２第４項各号に掲げる事由により、同条第５項第１号に規定す

る未成年者口座（以下この条において「未成年者口座」という。）からの未成年者口座内上場

株式等の一部又は全部の払出し（振替によるものを含む。以下この条において同じ。）があつ

た場合には、当該払出しがあつた未成年者口座内上場株式等については、その事由が生じた時

に、その時における価額として政令で定める金額（以下この条において「払出し時の金額」と

いう。）により未成年者口座管理契約に基づく譲渡があつたものと、同法第３７条の１４の２第４

項第１号に掲げる移管若しくは返還又は同項第３号イに掲げる廃止による未成年者口座内上場

株式等の払出しがあつた未成年者口座を開設し、又は開設していた所得割の納税義務者につい

ては、当該移管若しくは返還又は廃止による払出しがあつた時に、その払出し時の金額をもつ

て当該移管若しくは返還又は廃止による払出しがあつた未成年者口座内上場株式等の数に相当

する数の当該未成年者口座内上場株式等と同一銘柄の株式等の取得をしたものと、同項第２号

に掲げる相続若しくは遺贈又は同項第３号ロに掲げる贈与により払出しがあつた未成年者口座

内上場株式等を取得した所得割の納税義務者については、当該相続若しくは遺贈又は贈与の時

に、その払出し時の金額をもつて当該未成年者口座内上場株式等と同一銘柄の株式等を取得し

たものとそれぞれみなして、前項及び第５３条の１８の規定その他の市民税に関する規定を適用す

る。

３ 未成年者口座及び租税特別措置法第３７条の１４の２第５項第５号に規定する課税未成年者口座

を開設する所得割の納税義務者の同条第４項第３号に規定する基準年の前年１２月３１日までに同

条第６項に規定する契約不履行等事由（以下この項において「契約不履行等事由」という。）

が生じた場合には、次に定めるところにより、市民税に関する規定を適用する。この場合には、

政令で定めるところにより、同条第４項第１号から第３号までの規定による未成年者口座内上

場株式等の譲渡による事業所得の金額、譲渡所得の金額及び雑所得の金額と当該未成年者口座

内上場株式等以外の株式等の譲渡による事業所得の金額、譲渡所得の金額及び雑所得の金額と

を区分して、これらの金額を計算する。
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� 当該未成年者口座の設定の時から契約不履行等事由が生じた時までの間にした未成年者口

座内上場株式等の譲渡による事業所得、譲渡所得又は雑所得については、当該契約不履行等

事由が生じた時に、当該未成年者口座内上場株式等の未成年者口座管理契約において定めら

れた方法に従つて行われる譲渡以外の譲渡があつたものとみなす。

	 当該未成年者口座の設定の時から契約不履行等事由が生じた時までの間に租税特別措置法

第３７条の１４の２第４項第１号に掲げる移管があつた未成年者口座内上場株式等については前

項の規定の適用がなかつたものとし、かつ、当該契約不履行等事由が生じた時に、その移管

があつた時における払出し時の金額により未成年者口座管理契約において定められた方法に

従つて行われる譲渡以外の譲渡があつたものとみなす。


 契約不履行等事由の基因となつた未成年者口座内上場株式等及び契約不履行等事由が生じ

た時における当該未成年者口座に係る未成年者口座内上場株式等については、当該契約不履

行等事由が生じた時に、その時における払出し時の金額により未成年者口座管理契約におい

て定められた方法に従つて行われる譲渡以外の譲渡があつたものとみなす。

� 第２号の規定の適用を受ける当該未成年者口座を開設していた所得割の納税義務者につい

ては、同号の移管があつた時に、その時における払出し時の金額をもつて当該移管による払

出しがあつた未成年者口座内上場株式等の数に相当する数の当該未成年者口座内上場株式等

と同一銘柄の株式等の取得をしたものとみなす。

� 第３号の規定の適用を受ける当該未成年者口座を開設していた所得割の納税義務者につい

ては、当該契約不履行等事由が生じた時に、その時における払出し時の金額をもつて同号の

未成年者口座内上場株式等（租税特別措置法第３７条の１４の２第５項第２号ヘ	に規定する譲

渡又は贈与がされたものを除く。）の数に相当する数の当該未成年者口座内上場株式等と同

一銘柄の株式等の取得をしたものと、第３号の未成年者口座内上場株式等を贈与により取得

した者については、当該契約不履行等事由が生じた時に、その時における払出し時の金額を

もつて当該未成年者口座内上場株式等と同一銘柄の株式等の取得をしたものとそれぞれみな

す。

４ 前項の場合において、同項第１号から第３号までの規定により譲渡があつたものとみなされ

る未成年者口座内上場株式等に係る収入金額が所得税法第３３条第３項の規定の例によつて算定

した当該未成年者口座内上場株式等の取得費及びその譲渡に要した費用の額の合計額又はその

譲渡に係る必要経費に満たない場合におけるその不足額は、市民税に関する法令の規定の適用

については、ないものとみなす。
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（変電又は送電施設等に対する固定資産税の課税標準の特例）

第６４条 省 略

２－６ 省 略

７ 法附則第１５条第１８項本文の条例で定める割合は、５分の３とし、同項ただし書の条例で定め

る割合は、２分の１とする。

８ 法附則第１５条第３０項の条例で定める割合は、２分の１とする。

９ 法附則第１５条第３１項の条例で定める割合は、２分の１とする。

７
１０
－９
１２

省 略

（住宅用地に対する固定資産税の課税標準の特例）

第６４条の２ 専ら人の居住の用に供する家屋又はその一部を人の居住の用に供する家屋で政令で

定めるものの敷地の用に供されている土地で政令で定めるもの（法第３４９条の３（第１２項を除

く。）の規定の適用を受けるもの及び空家等対策の推進に関する特別措置法第１４条第２項の規

定により所有者等（同法第３条に規定する所有者等をいう。）に対し勧告がされた同法第２条

第２項に規定する特定空家等の敷地の用に供されている土地を除く。以下「住宅用地」とい

う。）に対して課する固定資産税の課税標準は、第６３条及び法第３４９条の３第１２項の規定にかか

わらず、当該住宅用地に係る固定資産税の課税標準となるべき価格の３分の１の額とする。

２ 省 略

（特定市街化区域農地であつた土地の上に新築された貸家住宅等に対する固定資産税の減額）

第７２条の２の３ 法附則第１５条の８第４項において準用する法附則第１５条の６第２項の規定の適

用を受ける固定資産に係る固定資産税の減額については、同項に定めるところによる。この場

合において、同項の条例で定める割合は、３分の２とする。

２ 法附則第１５条の８第４項において準用する法附則第１５条の６第２項の規定、法附則第１５条の

８第１項若しくは第２項の規定又は同条第３項（同条第５項において準用する場合を含む。）

の規定の適用を受ける固定資産に係る固定資産税の減額については、当該各項に定めるところ

による。

（新築住宅等に対して課する固定資産税の減額における人の居住の用に供する部分等の算出割合

の補正）

第７２条の３ 政令附則第１２条第４項（同条第１１項において準用する場合を含む。）に規定する区

分所有に係る住宅以外の住宅における人の居住の用に供する部分（同条第１項第４号に規定す

る別荘（以下この条において「別荘」という。）の用に供する部分を除く。以下この条におい

て同じ。）の床面積の当該住宅の床面積に対する割合及び区分所有に係る住宅における居住用
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専有部分（政令附則第１２条第１項第６号に規定する居住用専有部分をいう。以下この条におい

て同じ。）に係る基準部分（政令附則第１２条第１項第８号に規定する基準部分をいう。）のうち

人の居住の用に供する部分の床面積の当該居住用専有部分の床面積に対する割合、政令附則第

１２条第２０項（同条第２２項において準用する場合を含む。）に規定する住宅である家屋における

従前の権利に対応する居住部分又は従前の権利に対応する非居住部分の床面積の当該専有部分

の床面積に対する割合及び住宅以外の家屋における従前の権利に対応する部分の床面積の当該

専有部分の床面積に対する割合、同条第２６項に規定する区分所有に係る耐震基準適合住宅以外

の耐震基準適合住宅における人の居住の用に供する部分の床面積の当該耐震基準適合住宅の床

面積に対する割合及び区分所有に係る耐震基準適合住宅における人の居住の用に供する部分の

床面積の当該居住用専有部分の床面積に対する割合、同条第３１項に規定する特定居住用部分の

床面積の当該高齢者等居住改修住宅の床面積に対する割合、同条第３４項に規定する特定居住用

部分の床面積の当該高齢者等居住改修専有部分の床面積に対する割合、同条第３８項に規定する

特定居住用部分の床面積の当該熱損失防止改修住宅の床面積に対する割合並びに同条第４１項に

規定する特定居住用部分の床面積の当該熱損失改修専有部分の床面積に対する割合の補正につ

いては、市長の定めるところにより行う。

第７２条の３ 総務省令附則第７条第１項本文に掲げる次の各号に掲げる割合の補正については、

当該各号に定める割合をもつてこれを行うものとする。

� 政令附則第１２条第４項（同条第１１項において準用する場合を含む。次号において同じ。）

に規定する区分所有に係る住宅（同条第１項第１号に規定する住宅をいう。以下この条にお

いて同じ。）以外の住宅における人の居住の用に供する部分（政令附則第１２条第１項第４号

に規定する別荘の用に供する部分を除く。以下この条において同じ。）の床面積の当該住宅

の床面積に対する割合 固定資産評価基準（昭和３８年自治省告示第１５８号）第２章第１節五

本文の規定（以下この条において「評価基準」という。）によつて求めた当該人の居住の用

に供する部分の価額の当該住宅の価額に対する割合

	 政令附則第１２条第４項に規定する区分所有に係る住宅における居住用専有部分（同条第１

項第６号に規定する居住用専有部分をいう。以下この条において同じ。）に係る基準部分

（政令附則第１２条第１項第８号に規定する基準部分をいう。）のうち人の居住の用に供する

部分の床面積の当該居住用専有部分の床面積に対する割合 評価基準によつて求めた当該人

の居住の用に供する部分の価額の当該居住用専有部分の価額に対する割合


 政令附則第１２条第２０項（同条第２２項において準用する場合を含む。次号において同じ。）
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に規定する住宅である家屋における従前の権利に対応する居住部分又は従前の権利に対応す

る非居住部分の床面積の当該専有部分の床面積に対する割合 評価基準によつて求めた当該

従前の権利に対応する居住部分又は従前の権利に対応する非居住部分の価額の当該専有部分

の価額に対する割合

� 政令附則第１２条第２０項に規定する住宅以外の家屋における従前の権利に対応する部分の床

面積の当該専有部分の床面積に対する割合 評価基準によつて求めた当該従前の権利に対応

する部分の価額の当該専有部分の価額に対する割合

� 政令附則第１２条第２６項に規定する区分所有に係る耐震基準適合住宅以外の耐震基準適合住

宅における人の居住の用に供する部分の床面積の当該耐震基準適合住宅の床面積に対する割

合 評価基準によつて求めた当該人の居住の用に供する部分の価額の当該耐震基準適合住宅

部分の価額に対する割合

 政令附則第１２条第２６項に規定する区分所有に係る耐震基準適合住宅における人の居住の用

に供する部分の床面積の当該居住用専有部分の床面積に対する割合 評価基準によつて求め

た当該人の居住の用に供する部分の価額の当該居住用専有部分の価額に対する割合

� 政令附則第１２条第３１項に規定する特定居住用部分の床面積の当該高齢者等居住改修住宅の

床面積に対する割合 評価基準によつて求めた当該特定居住用部分の価額の当該高齢者等居

住改修住宅部分の価額に対する割合

� 政令附則第１２条第３４項に規定する特定居住用部分の床面積の当該高齢者等居住改修専有部

分の床面積に対する割合 評価基準によつて求めた当該特定居住用部分の価額の当該高齢者

等居住改修専有部分の価額に対する割合

� 政令附則第１２条第３８項に規定する特定居住用部分の床面積の当該熱損失防止改修住宅の床

面積に対する割合 評価基準によつて求めた当該特定居住用部分の価額の当該熱損失防止改

修住宅部分の価額に対する割合

� 政令附則第１２条第４１項に規定する特定居住用部分の床面積の当該熱損失改修専有部分の床

面積に対する割合 評価基準によつて求めた当該特定居住用部分の価額の当該熱損失改修専

有部分の価額に対する割合

� 政令附則第１２条第４２項及び第４３項に規定する区分所有に係る耐震基準適合家屋以外の耐震

基準適合家屋における当該耐震基準適合家屋の床面積から人の居住の用に供する部分の床面

積を控除して得た床面積の当該耐震基準適合家屋の床面積に対する割合 評価基準によつて

求めた当該区分所有に係る耐震基準適合家屋以外の耐震基準適合家屋における当該耐震基準
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適合家屋の価額から人の居住の用に供する部分の価額を控除して得た価額の当該耐震基準適

合家屋の価額に対する割合

� 政令附則第１２条第４２項及び第４３項に規定する区分所有に係る耐震基準適合家屋における居

住用専有部分の床面積から人の居住の用に供する部分の床面積を控除して得た床面積の当該

居住用専有部分の床面積に対する割合 評価基準によつて求めた当該区分所有に係る耐震基

準適合家屋における居住用専有部分の価額から人の居住の用に供する部分の価額を控除して

得た価額の当該居住用専有部分の価額に対する割合

（審査委員会の資料提出請求権）

第７９条 審査委員会が審査のため必要がある場合に、職権に基づいて、又は関係人の請求によつ

て審査を申し出た者及びその者の固定資産の評価に必要な資料を所持する者に対し、相当の期

間を定めて、審査に関し必要な資料の提出を求めたときは、これらの者は、その資料を審査委

員会に提出しなければならない。

附 則

１－１８ 省 略

（平成２５年度
平成２８年度

又は平成２６年度
平成２９年度

における土地の価格の特例）

１９ 本市の区域内の自然的及び社会的条件からみて類似の利用価値を有すると認められる地域に

おいて地価が下落し、かつ、市長が次の表の左欄に掲げる土地の区分に応じ、それぞれ、同表

の中欄に掲げる年度において、同表の右欄に掲げる価格（以下この項において「修正前の価

格」という。）を当該地域に所在する土地に対して課する当該年度分の固定資産税の課税標準

とすることが固定資産税の課税上著しく均衡を失すると認める場合における当該土地に対して

課する当該年度分の固定資産税の課税標準は、第６３条の規定にかかわらず、平成２５年度分
平成２８年度分

又は

平成２６年度分
平成２９年度分

の固定資産税に限り、当該土地の修正前の価格を総務大臣が定める基準（以下

「修正基準」という。）によつて修正した価格（当該土地が次の表の第２号若しくは第４号に

掲げる土地である場合における平成２５年度分
平成２８年度分

の固定資産税又は当該土地が次の表の第３号、第

５号若しくは第６号に掲げる土地である場合における平成２６年度分
平成２９年度分

の固定資産税にあつては、

当該土地の類似土地（法附則第１７条第７号に規定する類似土地をいう。以下同じ。）の当該年

度の修正前の価格を修正基準によつて修正した価格に比準する価格とする。以下「修正価格」

４８



という。）で土地課税台帳等に登録されたものとする。

土 地 の 区 分 年 度 価 格

� 平成２４年度
平成２７年度

に係る賦課期日

に所在する土地（次号又は第

３号に掲げる土地のいずれか

に該当するに至つた場合の当

該土地を除く。）

平成２５年度
平成２８年度

当該土地に係る平成２４年度分
平成２７年度分

の固定

資産税の課税標準の基礎となつた価

格

平成２６年度
平成２９年度

当該土地に係る平成２５年度分
平成２８年度分

の固定

資産税の課税標準の基礎となつた価

格

� 平成２４年度
平成２７年度

に係る賦課期日

に所在する土地（以下この表

において「平成２４年度
平成２７年度

の土地」

という。）で平成２５年度
平成２８年度

に係る

賦課期日において第６３条第２

項ただし書に規定する事情が

あるため、平成２４年度分
平成２７年度分

の固

定資産税の課税標準の基礎と

なつた価格によることが不適

当であるか又は本市を通じて

固定資産税の課税上著しく均

衡を失すると市長が認めるも

の（次号に掲げる平成２４年度
平成２７年度

の土地に該当するに至つた場

合の当該平成２４年度
平成２７年度

の土地を

除く。）

平成２５年度
平成２８年度

当該平成２４年度
平成２７年度

の土地の類似土地に

係る平成２４年度分
平成２７年度分

の固定資産税の課

税標準の基礎となつた価格に比準す

る価格

平成２６年度
平成２９年度

当該平成２４年度
平成２７年度

の土地に係る平成２５
平成２８

年度分
年度分

の固定資産税の課税標準の基

礎となつた価格
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� 平成２４年度
平成２７年度

の土地で平成２６
平成２９

年度
年度

に係る賦課期日において

第６３条第２項ただし書に規定

する事情があるため、平成２５
平成２８

年度分
年度分

の固定資産税の課税標

準の基礎となつた価格による

ことが不適当であるか又は本

市を通じて固定資産税の課税

上著しく均衡を失すると市長

が認めるもの

平成２６年度
平成２９年度

当該平成２４年度
平成２７年度

の土地の類似土地に

係る平成２５年度分
平成２８年度分

の固定資産税の課

税標準の基礎となつた価格に比準す

る価格

� 平成２５年度
平成２８年度

において新たに

固定資産税を課することとな

る土地（次号に掲げる土地に

該当するに至つた場合の当該

土地を除く。）

平成２５年度
平成２８年度

当該土地の類似土地に係る平成２４年
平成２７年

度分
度分

の固定資産税の課税標準の基礎

となつた価格に比準する価格

平成２６年度
平成２９年度

当該土地に係る平成２５年度分
平成２８年度分

の固定

資産税の課税標準の基礎となつた価

格

� 平成２５年度
平成２８年度

において新たに

固定資産税を課することとな

る土地（以下この表において

「平成２５年度
平成２８年度

の土地」という。）

で平成２６年度
平成２９年度

に係る賦課期日

において第６３条第２項ただし

書に規定する事情があるため、

平成２６年度
平成２９年度

当該平成２５年度
平成２８年度

の土地の類似土地に

係る平成２５年度分
平成２８年度分

の固定資産税の課

税標準の基礎となつた価格に比準す

る価格
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２０ 平成２５年度分
平成２８年度分

の固定資産税について前項の規定の適用を受けた土地（以下この項において

「平成２５年度適用土地
平成２８年度適用土地

」という。）又は前項の表の第３号、第５号若しくは第６号に掲げる土

地でこれらの土地の類似土地が平成２５年度適用土地
平成２８年度適用土地

であるもの（以下この項において

「平成２５年度類似適用土地
平成２８年度類似適用土地

」という。）であつて、平成２６年度分
平成２９年度分

の固定資産税について前項の

規定の適用を受けないこととなるものに対して課する同年度分の固定資産税の課税標準は、第

６３条の規定にかかわらず、修正された価格（平成２５年度適用土地
平成２８年度適用土地

にあつては当該平成２５年度適
平成２８年度適

用土地
用土地

に係る平成２５年度分
平成２８年度分

の固定資産税の課税標準の基礎となつた価格（当該平成２５年度適用
平成２８年度適用

土地
土地

が前項の表の第３号又は第５号に掲げる土地に該当するに至つた場合においては、当該

平成２５年度適
平成２８年度適

用土地
用土地

の類似土地に係る同年度分の固定資産税の課税標準の基礎となつた価格に

比準する価格）をいい、平成２５年度類似適用土地
平成２８年度類似適用土地

にあつては当該平成２５年度類似適用土地
平成２８年度類似適用土地

の類

似土地に係る同年度分の固定資産税の課税標準の基礎となつた価格に比準する価格をいう。）

で土地課税台帳等に登録されたものとする。

平成２５年度分
平成２８年度分

の固定資産税の

課税標準の基礎となつた価格

によることが不適当であるか

又は本市を通じて固定資産税

の課税上著しく均衡を失する

と市長が認めるもの

� 平成２６年度
平成２９年度

において新たに

固定資産税を課することとな

る土地（以下この表において

「平成２６年度
平成２９年度

の土地」という。）

平成２６年度
平成２９年度

当該平成２６年度
平成２９年度

の土地の類似土地に

係る平成２５年度分
平成２８年度分

の固定資産税の課

税標準の基礎となつた価格に比準す

る価格
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２１ 前２項の規定の適用を受ける土地（平成２６年度分
平成２９年度分

の固定資産税について附則第１９項の規定の

適用を受けるに至つた場合の当該土地を除く。次項において同じ。）に対して課する平成２５年
平成２８年

度分
度分

又は平成２６年度分
平成２９年度分

の固定資産税に限り、第６４条の２第１項中「第６３条」とあるのは「附則

第１９項又は第２０項」と、同条第２項中「第６３条」とあるのは「附則第１９項又は第２０項の規定」

とする。

２１の２ 前項に定めるもののほか、附則第１９項又は第２０項の規定の適用を受ける土地に対して課

する平成２５年度分
平成２８年度分

又は平成２６年度分
平成２９年度分

の固定資産税については、法附則第１７条の２第５項に定め

るところによる。

２２ 平成２６年度分
平成２９年度分

の固定資産税について附則第１９項の規定の適用を受ける土地に対して課する

平成２６年度分
平成２９年度分

の固定資産税に限り、第６４条の２中「第６３条」とあるのは「附則第１９項」とする。

２２の２ 前項に定めるもののほか、平成２６年度分
平成２９年度分

の固定資産税について附則第１９項の規定の適用

を受ける土地に対して課する平成２６年度分
平成２９年度分

の固定資産税については、法附則第１７条の２第６項

に定めるところによる。

２３－３１ 省 略

３２ 平成２５年度
平成２８年度

に係る賦課期日において法附則第１９条の２第３項各号に掲げる事情がある土地

（次項に規定する土地に該当するに至つた場合の当該土地を除く。）に対して課する固定資産

税の課税標準は、附則第１９項又は第２０項の規定にかかわらず、同条第３項に定めるところによ

る。

３３ 平成２６年度
平成２９年度

に係る賦課期日において法附則第１９条の２第４項各号に掲げる事情がある土地に

対して課する固定資産税の課税標準は、附則第１９項又は第２０項の規定にかかわらず、同条第４

項に定めるところによる。

３４－５７ 省 略

（軽自動車税の税率の特例）

５８ 次に掲げる３輪以上の軽自動車に対する第８４条の規定の適用については、当該軽自動車が平
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成２７年４月１日から平成２８年３月３１日までの間に初めて道路運送車両法第６０条第１項後段の規

定による車両番号の指定（次項及び附則第６０項において「初回車両番号指定」という。）を受

けた場合において、平成２８年度分の軽自動車税に限り、第８４条第２号ア中「３，９００円」とある

のは「１，０００円」と、「６，９００円」とあるのは「１，８００円」と、「１０，８００円」とあるのは「２，７００円」

と、「３，８００円」とあるのは「１，０００円」と、「５，０００円」とあるのは「１，３００円」とする。

� 電気軽自動車（電気を動力源とする軽自動車で内燃機関を有しないものをいう。）

	 天然ガス軽自動車（専ら可燃性天然ガスを内燃機関の燃料として用いる軽自動車で総務省

令で定めるものをいう。）のうち、道路運送車両法第４１条の規定により平成２１年１０月１日以

降に適用されるべきものとして定められた自動車排出ガスに係る保安上又は公害防止その他

の環境保全上の技術基準（次項において「排出ガス保安基準」という。）で総務省令で定め

るもの（以下この号において「平成２１年天然ガス車基準」という。）に適合し、かつ、窒素

酸化物の排出量が平成２１年天然ガス車基準に定める窒素酸化物の値の１０分の９を超えないも

ので総務省令で定めるもの

５９ 次に掲げる３輪以上の軽自動車（ガソリンを内燃機関の燃料として用いるものに限る。次項

において同じ。）に対する第８４条の規定の適用については、当該軽自動車が平成２７年４月１日

から平成２８年３月３１日までの間に初回車両番号指定を受けた場合において、平成２８年度分の軽

自動車税に限り、同条第２号ア中「３，９００円」とあるのは「２，０００円」と、「６，９００円」とあるの

は「３，５００円」と、「１０，８００円」とあるのは「５，４００円」と、「３，８００円」とあるのは「１，９００円」

と、「５，０００円」とあるのは「２，５００円」とする。

� エネルギーの使用の合理化等に関する法律第８０条第１号イに規定するエネルギー消費効率

（以下この項及び次項において「エネルギー消費効率」という。）が同法第７８条第１項の規

定により定められるエネルギー消費機器等製造事業者等の判断の基準となるべき事項を勘案

して総務省令で定めるエネルギー消費効率（次号において「基準エネルギー消費効率」とい

う。）であつて平成３２年度以降の各年度において適用されるべきものとして定められたもの

（次項において「平成３２年度基準エネルギー消費効率」という。）に１００分の１２０を乗じて得

た数値以上の乗用の軽自動車のうち、窒素酸化物の排出量が道路運送車両法第４１条の規定に

より平成１７年１０月１日以降に適用されるべきものとして定められた排出ガス保安基準に定め

る窒素酸化物の値で総務省令で定めるもの（次号及び次項において「平成１７年窒素酸化物排

出許容限度」という。）の４分の１を超えないもので総務省令で定めるもの

	 エネルギー消費効率が基準エネルギー消費効率であつて平成２７年度以降の各年度において
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適用されるべきものとして定められたもの（次項において「平成２７年度基準エネルギー消費

効率」という。）に１００分の１３５を乗じて得た数値以上の貨物用の軽自動車のうち、窒素酸化

物の排出量が平成１７年窒素酸化物排出許容限度の４分の１を超えないもので総務省令で定め

るもの

６０ 次に掲げる３輪以上の軽自動車（前項の規定の適用を受けるものを除く。）に対する第８４条

の規定の適用については、当該軽自動車が平成２７年４月１日から平成２８年３月３１日までの間に

初回車両番号指定を受けた場合において、平成２８年度分の軽自動車税に限り、同条第２号ア中

「３，９００円」とあるのは「３，０００円」と、「６，９００円」とあるのは「５，２００円」と、「１０，８００円」と

あるのは「８，１００円」と、「３，８００円」とあるのは「２，９００円」と、「５，０００円」とあるのは「３，８００

円」とする。

� エネルギー消費効率が平成３２年度基準エネルギー消費効率以上の乗用の軽自動車のうち、

窒素酸化物の排出量が平成１７年窒素酸化物排出許容限度の４分の１を超えないもので総務省

令で定めるもの

	 エネルギー消費効率が平成２７年度基準エネルギー消費効率に１００分の１１５を乗じて得た数値

以上の貨物用の軽自動車のうち、窒素酸化物の排出量が平成１７年窒素酸化物排出許容限度の

４分の１を超えないもので総務省令で定めるもの

６１ 削除

５８
６２
から７８まで 省 略

７９－８１ 省 略

８２ 附則第２３項から第２６項までの規定の適用がある宅地等（法附則第１７条第２号に規定する宅地

等をいうものとし、第６４条の２又は法第３４９条の３若しくは法附則第１５条から第１５条の３まで

の規定の適用がある宅地等を除く。）に対して課する平成２４年度
平成２７年度

から平成２６年度
平成２９年度

までの各年度

分の特別土地保有税については、第１１３条の１１第１号及び第１１３条の２４中「当該年度分の固定資

産税の課税標準となるべき価格」とあるのは「当該年度分の固定資産税に係る附則第２３項から

第２６項までに規定する課税標準となるべき額」とする。

８３ 法附則第１１条の５第１項に規定する宅地評価土地の取得のうち平成１８年１月１日から平成２７
平成３０

年３月３１日
年３月３１日

までの間にされたものに対して課する特別土地保有税については、第１１３条の１１第
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２号中「課すべき不動産取得税の課税標準となるべき価格」とあるのは「課すべき不動産取得

税の課税標準となるべき価格（法附則第１１条の５第１項の規定の適用がないものとした場合に

おける課税標準となるべき価格をいう。以下この号において同じ。）に２分の１を乗じて得た

額」とし、「当該不動産取得税の課税標準となるべき価格として政令で定める額」とあるのは

「当該不動産取得税の課税標準となるべき価格として政令で定める額に２分の１を乗じて得た

額」とする。

８４－１１２の２ 省 略

（たばこ税の税率の特例）

１１３ たば
削除

こ事業法附則第２条の規定による廃止前の製造たばこ定価法第１条第１項に規定する

紙巻たばこ３級品の当該廃止の時における品目と同一である喫煙用の紙巻たばこに係るたばこ

税の税率は、第１００条の規定にかかわらず、当分の間、１，０００本につき２，４９５円とする。

１１４－１２８の２ 省 略

１２８の３ 前項の場合において、当該納税義務者が平成２６年から平成２９年
平成３１年

までの居住年に係る租

税特別措置法第４１条第１項に規定する住宅借入金等（居住年が平成２６年である場合には、その

同項に規定する居住日が平成２６年４月１日から同年１２月３１日までの期間内の日であるものに限

る。）の金額を有するときは、前項の規定により読み替えて適用される第３５条の２の２第１項

中「１００分の３」とあるのは「１００分の４．２」と、「５８，５００円」とあるのは「８１，９００円」とする。

（東日本大震災に係る法人の市民税の繰越控除の特例）

１２９ 第５３条第８項（第３号を除く。）及び第９項から第１３項までの規定は、震災特例法第１５条及

び第２３条の規定によつて法人税の還付を受けた法人について準用する。この場合において、第

５３条第８項中「開始した事業年度又は」とあるのは「開始した事業年度（東日本大震災の被災

者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律第１５条第１項に規定する中間期間を含む。）

又は」と、「開始した事業年度において損金の額が益金の額を超えることとなつた」とあるの

は「開始した事業年度（東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律

第１５条第１項に規定する中間期間を含む。）において東日本大震災の被災者等に係る国税関係

法律の臨時特例に関する法律第１５条第１項に規定する繰戻対象震災損失金額が生じた」と、

「同法第８０条又は第１４４条の１３」とあるのは「同条」と、同項第１号中「法人税法第８０条」と

あるのは「東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律第１５条」と、

同項第２号中「法人税法第１４４条の１３」とあるのは「東日本大震災の被災者等に係る国税関係
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法律の臨時特例に関する法律第１５条」と、「同法第１４１条第１号イに掲げる国内源泉所得に対す

る法人税額」とあるのは「法人税額」と、「同号イ」とあるのは「法人税法第１４１条第１号イ」

と、同条第９項中「開始した事業年度（」とあるのは「開始した事業年度（東日本大震災の被

災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律第１５条第１項に規定する中間期間を含

む。」と、「損金の額が益金の額を超えることとなつた」とあるのは「同条第１項に規定する

繰戻対象震災損失金額が生じた」と、「法人税法第８０条又は第１４４条の１３」とあり、及び「同法

第８０条又は第１４４条の１３」とあるのは「同条」と、「（同法」とあるのは「（法人税法」と、同項

第２号中「金額）のうち、法人税法第１４４条の１３（第１項第１号に係る部分に限る。）の規定に

よつて還付を受けたもの」とあるのは「金額）」と、「みなし、同法第１４４条の１３（第１項第２

号に係る部分に限る。）の規定によつて還付を受けたものは、それぞれ当該控除未済還付法人

税額に係る前９年内事業年度
前１０年内事業年度

開始の日の属する当該法人の事業年度（当該法人の合併等事業年

度等開始の日以後に開始した当該被合併法人等の前９年内事業年度
前１０年内事業年度

に係る控除未済還付法人税

額にあつては、当該合併等事業年度等の前事業年度）に係る外国法人の恒久的施設非帰属所得

に係る控除対象還付法人税額とみなす」とあるのは「とみなす」と、同条第１１項中「開始した

連結事業年度」とあるのは「開始した連結事業年度（東日本大震災の被災者等に係る国税関係

法律の臨時特例に関する法律第２３条第１項に規定する中間期間を含む。）」と、「損金の額が益

金の額を超えることとなつた」とあるのは「東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨

時特例に関する法律第２３条第１項に規定する繰戻対象震災損失金額が生じた」と、「同法第８１

条の１８第１項第４号に掲げる」とあるのは「同条の規定により還付を受ける金額のうち各連結

法人に帰せられる」と、同条第１２項中「開始した連結事業年度（」とあるのは「開始した連結

事業年度（東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律第２３条第１項

に規定する中間期間を含む。」と、「損金の額が益金の額を超えることとなつた」とあるのは

「同条第１項に規定する繰戻対象震災損失金額が生じた」と読み替えるものとする。

１３０－１４８ 省 略
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大阪市市税条例（抄）

（第２条による改正関係）

附 則

１－５７ 省 略

５８ ３輪以上の軽自動車（電気軽自動車（電気を動力源とする軽自動車で内燃機関を有しないも

のをいう。次項第１号において同じ。）、天然ガス軽自動車（専ら可燃性天然ガスを内燃機関

の燃料として用いる軽自動車で総務省令で定めるものをいう。次項第２号において同じ。）、

メタノール軽自動車（専らメタノールを内燃機関の燃料として用いる軽自動車で総務省令で定

めるものをいう。）、混合メタノール軽自動車（メタノールとメタノール以外のものとの混合

物で総務省令で定めるものを内燃機関の燃料として用いる軽自動車で総務省令で定めるものを

いう。）及びガソリンを内燃機関の燃料として用いる電力併用軽自動車（内燃機関を有する軽

自動車で併せて電気その他の総務省令で定めるものを動力源として用いるものであつて、廃エ

ネルギーを回収する機能を備えていることにより大気汚染防止法第２条第１４項
第１６項

に規定する自動

車排出ガスの排出の抑制に資するもので総務省令で定めるものをいう。）並びに被けん引自動

車を除く。）に対する当該軽自動車が初めて道路運送車両法第６０条第１項後段の規定による車

両番号の指定（以下この項から附則第６１項までにおいて「初回車両番号指定」という。）を受

けた月から起算して１４年を経過した月の属する年度以後の年度分の軽自動車税に係る第８４条の

規定の適用については、当分の間、同条第２号ア中「３，９００円」とあるのは「４，６００円」と、

「６，９００円」とあるのは「８，２００円」と、「１０，８００円」とあるのは「１２，９００円」と、「３，８００円」

とあるのは「４，５００円」と、「５，０００円」とあるのは「６，０００円」とする。

５９－１４８ 省 略

５７



大阪市市税条例の一部を改正する条例（平成２６年大阪市条例第８０号）（抄）

第１条 大阪市市税条例（昭和２９年大阪市条例第１６号）の一部を次のように改正する。

省 略

附則第５８項から第７８項までを次のように改める。

（軽自動車税の税率の特例）

５８ ３輪以上の軽自動車（電気軽自動車（電気を動力源とする軽自動車で内燃機関を有しない

ものをいう。）、天然ガス軽自動車（専ら可燃性天然ガスを内燃機関の燃料として用いる軽

自動車で総務省令で定めるものをいう。）、メタノール軽自動車（専らメタノールを内燃機

関の燃料として用いる軽自動車で総務省令で定めるものをいう。）、混合メタノール軽自動

車（メタノールとメタノール以外のものとの混合物で総務省令で定めるものを内燃機関の燃

料として用いる軽自動車で総務省令で定めるものをいう。）及びガソリンを内燃機関の燃料

として用いる電力併用軽自動車（内燃機関を有する軽自動車で併せて電気その他の総務省令

で定めるものを動力源として用いるものであつて、廃エネルギーを回収する機能を備えてい

ることにより大気汚染防止法第２条第１４項に規定する自動車排出ガスの排出の抑制に資する

もので総務省令で定めるものをいう。）並びに被けん引自動車を除く。）に対する当該軽自

動車が初めて道路運送車両法第６０条第１項後段の規定による車両番号の指定を受けた月から

起算して１４年を経過した月の属する年度以後の年度分の軽自動車税に係る第８４条の規定の適

用については、当分の間、同条第２号ア中「３，９００円」とあるのは「４，６００円」と、「６，９００円」

とあるのは「８，２００円」と、「１０，８００円」とあるのは「１２，９００円」と、「３，８００円」とあるのは

「４，５００円」と、「５，０００円」とあるのは「６，０００円」とする。

５９から７８まで 削除

附則第６１項を削り、附則第６０項を附則第６１項とし、附則第５９項を附則第６０項とし、附則第５８

項中「初めて道路運送車両法第６０条第１項後段の規定による車両番号の指定（次項及び附則第

６０項において「初回車両番号指定」という。）」を「初回車両番号指定」に、「第８４条第２号ア」

を「同条第２号ア」に改め、同項第１号中「（電気を動力源とする軽自動車で内燃機関を有し

ないものをいう。）」を削り、同項第２号中「（専ら可燃性天然ガスを内燃機関の燃料として用

いる軽自動車で総務省令で定めるものをいう。）」を削り、同項を附則第５９項とし、附則第５７項

の次に次の１項を加える。

５８ ３輪以上の軽自動車（電気軽自動車（電気を動力源とする軽自動車で内燃機関を有しない

ものをいう。次項第１号において同じ。）、天然ガス軽自動車（専ら可燃性天然ガスを内燃
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機関の燃料として用いる軽自動車で総務省令で定めるものをいう。次項第２号において同

じ。）、メタノール軽自動車（専らメタノールを内燃機関の燃料として用いる軽自動車で総

務省令で定めるものをいう。）、混合メタノール軽自動車（メタノールとメタノール以外の

ものとの混合物で総務省令で定めるものを内燃機関の燃料として用いる軽自動車で総務省令

で定めるものをいう。）及びガソリンを内燃機関の燃料として用いる電力併用軽自動車（内

燃機関を有する軽自動車で併せて電気その他の総務省令で定めるものを動力源として用いる

ものであつて、廃エネルギーを回収する機能を備えていることにより大気汚染防止法第２条

第１４項に規定する自動車排出ガスの排出の抑制に資するもので総務省令で定めるものをい

う。）並びに被けん引自動車を除く。）に対する当該軽自動車が初めて道路運送車両法第６０条

第１項後段の規定による車両番号の指定（以下この項から附則第６１項までにおいて「初回車

両番号指定」という。）を受けた月から起算して１４年を経過した月の属する年度以後の年度

分の軽自動車税に係る第８４条の規定の適用については、当分の間、同条第２号ア中「３，９００

円」とあるのは「４，６００円」と、「６，９００円」とあるのは「８，２００円」と、「１０，８００円」とある

のは「１２，９００円」と、「３，８００円」とあるのは「４，５００円」と、「５，０００円」とあるのは「６，０００

円」とする。

省 略

附 則

（施行期日）

１ この条例は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める

日から施行する。

�－� 省 略

� 第１条中大阪市市税条例第１０条第３項、第３５条第１項、第５２条第１項、第９項及び第１０項、

第５３条第８項から第１０項まで並びに第５３条の２の改正規定、同条例第５３条の３の改正規定

（「法の施行地に本店又は主たる事務所若しくは事業所を有しない法人（以下「外国法人」

という。）」を「外国法人」に改める部分に限る。）、同条例第５３条の４の２第１項の改正規定、

同条例第８４条の改正規定（同条第２号ア中「３，１００円」を「３，９００円」に、「５，５００円」を「６，９００

円」に、「７，２００円」を「１０，８００円」に、「３，０００円」を「３，８００円」に、「４，０００円」を「５，０００

円」に改める部分を除く。）並びに同条例第１３４条の１１第１項の改正規定並びに同条例附則第
附則第

５８項から第７８項まで及び第１２９項
６１項を削り、附則第６０項を附則第６１項とし、附則第５９項を附則第６０項とする改正規定、同条
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例附則第５８項の改正規定、同項を附則第５９項とし、附則第５７項の次に１項を加える改正規定

並びに同条例附則第１２９項
の改正規定並びに第２条並びに附則第１２項、第１４項の２から第１６

項まで及び第１７項（新条例附則第５８項に係る部分に限る。）の規定 省 略

�－� 省 略

２－１９ 省 略
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